
 

 

 



は じ め に

全国トップの森林率を誇る本県は、雄大な山々、四万十川や仁淀川に代表される清流、

太平洋などの豊かな自然に恵まれ、多種多様な野生の動植物が生息・生育し、生態系を育

んでいます。そして、自然による恵みは、衣食住や生業、地域の伝統などと密接に関わり、

私たちの暮らしを支え、豊かなものにしてくれています。

しかしながら、本県においても、社会経済情勢の変化や気候変動の影響によって、緑地

の喪失や耕作放棄地の増加、中山間地域での農地や森林の荒廃など、自然環境は大きく変

化しており、生態系への影響も懸念されています。

特に地球温暖化の問題では、平成２７年１２月に採択された温暖化対策の新たな国際的

な枠組である「パリ協定」において、地球温暖化の進展に伴い予測される悪影響に対処す

るための適応策の充実が柱の一つとして掲げられており、今後検討していく必要がありま

す。

こうした中、本県では平成２３年４月に策定しました「高知県環境基本計画第三次計画」

が平成２７年度で終期を迎えることから、これからの本県の環境の保全と創造に関する総

合的な計画として、「高知県環境基本計画第四次計画」を新たに策定しました。

第四次計画では、第三次計画以降の新たな視点として、平成２６年４月に策定した「生

物多様性こうち戦略」の取組の推進、再生可能エネルギーを活かした地域の活性化、本県

が全国に先駆けて進めている 工法などによる県産材の利用促進を掲げています。

本計画の「高知の自然を“まるごと”活かす ～環境保全と地域の自然資源を活かした

産業振興を目指して～」というサブタイトルは、環境保全を前提としたうえで、地域の自

然資源を積極的に活用し、農業、林業、観光業などの産業の振興にもつなげていこうとす

るものです。この社会を実現するためには、行政はもとより、県民の皆様、 や事業者、

教育機関などの多様な主体がお互いに連携、協働して取り組むことが重要です。

また、本県では、これまでも、地域で環境保全活動を推進するリーダーの育成や、恵み

豊かな環境を次世代につなぐ将来の担い手の育成など、環境を守り育てる人材の育成に取

り組んできましたが、今後は、そうした方々が活躍できる場を積極的に提供していくとと

もに、都市と農山漁村の交流を進める中で、都市部の人材を中山間地域に呼び込み、地域

住民の方々と共に環境保全活動を推進していくなど、これまで以上に人材育成に努めてま

いります。

今後とも、この計画に基づき、環境保全に関する様々な施策の着実な推進を図り、県民

の皆様とともに、本県の豊かな自然環境を守り育て、併せて地域の活性化につなげること

により産業振興も図ってまいります。

皆様の一層のご支援とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

平成 年４月

高知県知事 尾﨑 正直
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 第１章 計画の基本構想

本計画は、平成２３年４月に策定した第三次計画（計画期間：平成２３年度～平成２７年度） 

の期間終了を受けて、第四次計画として新たに策定するものです。 

 １ 計画策定の趣旨 

○ 「高知県環境基本計画」は、「高知県環境基本条例」第 9 条の規定に基づき策定される、

本県の環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本とな

る計画です。

○ 本計画は、県の目指す環境及び社会の将来像を明らかにして、その実現に向け、県民や事

業者、NPO、行政等の地域社会を構成する全ての主体が共通の認識のもとに、環境の保全

及び創造に取り組むための基本的な方向性を示します。 

○ 本計画は、国の環境政策上の地域計画としての役割も担います。また、地球温暖化対策や

自然環境の保全、廃棄物・リサイクル対策等の各分野別の具体的な施策や指標等は、それぞ

れの個別計画として定められますが、これらの個別計画は本計画の実施計画としての位置付

けとなります。 

○ 取組の方向性や主要な施策等の基本的な事項には、地球温暖化対策や循環型社会の構築、

自然環境の保全といった課題への対応に加え、再生可能エネルギーや森林資源を活用した地

域の活性化、木材利用の使途拡大による県産材の利用促進など、本県の恵み豊かな自然資源

を活かした産業振興を目指す取組を示しています。 

○ 目指すべき将来像及びその実現のための基本的な戦略を示します。

また、計画期間は 5 年に設定し、施策を重点化し、的を絞った施策を展開することによ

り、計画の実効性を高めることを目指します。 

○ 各施策については、定期的に進捗状況の点検及び評価を行い、公表します。

また、様々な広報媒体を活用して、計画の普及啓発を図ることにより、県民、事業者、

NPO、行政等の多様な主体の参画と協働を促進します。 
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 ２ 計画の対象 

○ 計画の対象地域は高知県全域とし、対象は次の５つの分野とします。

①地球温暖化への対策

②循環型社会への取組

③自然環境を守る取組

④環境ビジネスの振興

⑤環境を守り育てる人材の育成

 ３ 計画の期間 

○ 計画の期間は、21 世紀の第一四半期末である 2025 年（平成３７年）における本県の目

指すべき将来像を見通しつつ、平成２８年度から平成３２年度までの 5 年間とします。 

 ４ 計画の基本的な考え方 

○ 本県は、温暖な気候、緑あふれる山々、数多くの清流、そして黒潮流れる太平洋と豊かな

自然環境に恵まれています。 

○ こうした本県の恵み豊かな自然環境を保全するとともに、環境に配慮して再生可能エネル

ギーや森林資源などの自然資源を活かした産業振興を図り、低炭素社会・循環型社会・自然

共生社会といった 3 つの社会づくりの統合的な取組を進めていきます。 

○ そのためには、県民、事業者、ＮＰＯ、行政等の多様な主体が参画し、それぞれの役割分

担のもとに、連携・協働することが必要です。 

高高高知知知ののの自自自然然然ををを“““まままるるるごごごととと”””活活活かかかすすす      

～～～環環環境境境保保保全全全ととと地地地域域域ののの自自自然然然資資資源源源ををを活活活かかかしししたたた産産産業業業振振振興興興ををを目目目指指指しししててて～～～   
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 第２章 環境をめぐる動向

 本章では、本県の環境の保全及び創造に関する施策の方向性や具体的な施策を示すうえで、踏 

まえるべき環境に関する国内外と本県の動向を示します。 

 １ 国際的な動向

 1992 年（平成 4 年）に開催された地球サミット以降、世界各国が環境政策に力を入れつ 

つあり、主要国の首脳会議においても、環境がテロや貧困等と並んで議論のテーマに取り上

げられるようになりました。 

また、市民意識でも、環境に関する関心が高まり、こうした動きは、経済や社会のあり方 

と密接に関係するものと認識されるようになっており、地球温暖化対策や生物多様性の保全

などをはじめ、環境問題は国際的、かつ地域や個人での取組が必要となっています。 

こうした問題に対し、以下のような国際的な取組が進められています。 

地球温暖化対策では、国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（ＣＯＰ２１）が開催さ

れ、京都議定書に代わる全ての国が参加する２０２０年（平成３２年）以降の新たな枠組と

して、産業革命前からの気温上昇を２度未満に抑えることを目標とし、１．５度未満に抑え

るよう努力する「パリ協定」が採択されました（２０１５年（平成２７年）１２月）。 

 生物多様性の保全では、地球サミットにおいて採択された「生物多様性条約」に基づき多 

様な生物が支え合う地球環境の保全と利用について、国際間で話し合う「生物多様性条約第 

10 回締約国会議（ＣＯＰ１０）」が、2010 年（平成 22 年）10 月に愛知県名古屋市で開 

催され、医薬品のもとになる動植物など、遺伝資源の利用と利益配分を定める国際ルール「名 

古屋議定書」と、生態系保全のための 2020 年（平成 32 年）までの世界目標「愛知ターゲ 

ット」が採択されました。 

環境教育では、２００５年（平成１７年）から２０１４年（平成２６年）までの１０年間

を「国連持続可能な開発のための教育の１０年」とし、ユネスコにより策定された国際実施

計画に基づく取組が実施されてきましたが、２０１５年（平成２７年）には、国連で後継事

業である「ＥＳＤに関するグローバル・アクション・プログラム」が採択されました。 

 ２ 我が国の動向

国では、平成24年4月に環境基本法第15条に基づく｢第四次環境基本計画｣が策定され、

目指すべき持続可能な社会の姿として、「安全」が確保されることを前提として、「低炭素」・
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「循環」・「自然共生」の各分野が、各主体の参加の下で、統合的に達成され、健全で恵み豊

かな環境が地球規模から身近な地域にわたって保全される社会を目指しています。 

この目指すべき持続可能な社会の姿を実現するため、今後の環境政策の展開の方向として、 

①政策領域の統合による持続可能な社会の構築

②国際情勢に的確に対応した戦略をもった取組の強化

③持続可能な社会の基盤となる国土・自然の維持・形成

④地域をはじめ様々な場における多様な主体による行動と参画・協働の推進

  の４つの重視すべき方向が示されています。 

この基本計画のもと、地球温暖化対策、循環型社会の構築、生物多様性の保全、大気・水 

環境の保全といったそれぞれの分野において、必要な法整備や計画の策定等が進められ、様々 

な政策が実施されています。 

地球温暖化対策では、平成２７年１２月、我が国の温室効果ガスの排出量を２０３０年度

までに２０１３年度比で２６％削減するとの約束草案を地球温暖化対策推進本部で決定し、

国連気候変動枠組条約事務局に提出したほか、地球温暖化対策の推進に関する法律第８条に

規定する政府の新たな「地球温暖化対策計画」が策定される予定となっています。 

また、平成２７年１１月、気候変動による様々な影響に対し、政府全体で整合のとれた取

組を総合的かつ計画的に推進する「気候変動の影響への適応計画」を策定しており、気候変

動の影響や将来避けられない影響に対する適応策への取組も始まっています。 

さらに、森林吸収源対策として、森林整備等に関する市町村の役割の強化や、地域の森林・

林業を支える人材の育成確保等について必要な施策を講じた上で、市町村が主体となった森

林・林業施策を推進することとし、これに必要な財源として、都市・地方を通じて国民に等

しく負担を求め、市町村による継続的かつ安定的な森林整備等の財源に充てる税制（森林環

境税（仮称））等の新たな仕組みを検討しています。 

 循環型社会の構築では、平成２５年５月に循環型社会形成推進基本法に基づく「第三次循

環型社会形成推進基本計画」が策定され、最終処分量の削減など、これまで進展した廃棄物

の量に着目した施策に加え、循環の質にも着目し､リサイクルに比べ取組が遅れているリデュ

ース・リユースの取組強化、有用金属の回収、安心・安全の取組強化等が新たな政策の柱と

なりました。 

生物多様性の保全では、平成２０年６月に「生物多様性基本法」が公布・施行され、また、

平成 22 年３月に｢生物多様性国家戦略２０１０｣が策定され、生物多様性の保全及び持続可

能な利用に関する総合的な施策が進められてきており、我が国における中長期目標（2050

年をめど）と短期目標（2020 年をめど）が設定されました。さらに、平成 24 年９月には
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「生物多様性国家戦略 2012－2020」が策定され、我が国における愛知目標達成に向けた

ロードマップが示され、2020 年度までに重点的に取り組むべき施策の方向性として「５つ

の基本戦略」が設定されました。 

   大気・水環境の保全では、建築物の解体時等における石綿の飛散防止対策のさらなる強化 

を規定する「大気汚染防止法」の改正法が平成２５年６月に、有害物質を使用・貯蔵する工 

場・事業場に対して地下水汚染の未然防止のための新たに構造基準等を規定する「水質汚濁 

防止法」の改正法が平成２３年６月にそれぞれ公布され、施行されました。 

 ３ 本県の動向

（１）環境に関する条例、計画など 

本県では環境に関する様々な条例を制定し、また、環境に関する各種計画、指針等を策定

して、環境に関する諸課題の解決を図ってきています。（表－１、２） 

 環境に関する計画等については、｢高知県環境基本条例｣に基づき、平成９年２月に｢高知 

県環境基本計画｣を策定し、高知県の環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ具体的に進 

めてきました。 

個別の環境分野においても、「生物多様性こうち戦略」、「高知県新エネルギービジョン」や 

「第４期高知県廃棄物処理計画」など、自然環境や生活環境の保全と創造のための計画等を 

策定し、施策を進めています。 

地球温暖化対策については、平成 23 年から平成 32 年までを計画期間とする「高知県地

球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定し、県民運動による温暖化対策に取り組んでい

ますが、国の新たな地球温暖化対策計画が策定されることから、今後、それを受けた県計画

の改定を予定しています。 

 さらに、県庁内の取組としては、「高知県地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」及び「高

知県庁環境マネジメントシステム」に基づき、デマンド監視装置の設置や省エネ改修事業の

実施などにより、県の事務・事業から発生する温室効果ガスの排出削減やエネルギー使用の

合理化を推進しています。 

（表‐１）環境に関する条例 

条例名 制定年月日 

 高知県立自然公園条例 昭和 33 年 3 月 31 日 

 高知県公害防止条例 昭和 45 年 4 月 1 日 

 高知県公害紛争処理条例 昭和 45 年 10 月 28 日 
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 高知県自然保護基金条例 昭和 46 年 10 月 15 日 

 高知県自然環境保全条例 昭和 48 年 10 月 19 日 

 高知県清流保全条例 平成元年 12 月 21 日 

 高知県地域環境保全基金条例 平成 2 年 3 月 26 日 

 高知県環境審議会条例 平成 6 年 7 月 12 日 

 高知県環境基本条例 平成 8 年３月 26 日 

 高知県環境影響評価条例 平成 11 年 3 月 26 日 

 高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例 平成 13.年 3 月 27 日 

 高知県放置自動車の発生の防止及び処理の推進に関する条例 平成 13 年 3 月 27 日 

高知県緊急間伐推進条例 平成 14 年 12 月 27 日 

 高知県うみがめ保護条例 平成 16 年 3 月 30 日 

 高知県希少野生動植物保護条例 平成 17 年 10 月 21 日 

 清潔で美しい高知県をつくる条例 平成 19 年 12 月 28 日 

高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例 平成 21 年 3 月 27 日 

（表‐２）環境に関する各種計画及び指針等 

名称 作成年月 計画期間 

 高知県自然環境保全基本方針  昭和 50 年 3 月 － 

 ローカルアジェンダ２１高知（地球環境保全行動計画）   平成 9 年 2 月 － 

 文化環境配慮方針  平成 11 年 3 月 － 

 高知県清流保全基本方針  平成 18 年 3 月 －（H3.3 制定したものを変更） 

 高知県希少野生動植物保護基本方針  平成 18 年 6 月 － 

 高知県磯焼け対策指針  平成 20 年 3 月 － 

 物部川清流保全計画  平成 20 年７月 平成 70 年度を目標 

 第 2 次仁淀川清流保全計画  平成 22 年 3 月 －（5 年ごとに見直し） 

 四万十川流域振興ビジョン  平成 22 年 3 月 － 

 高知県地球温暖化対策実行計画  平成 23 年 3 月 平成 23 年度～32 年度 

第 11 次高知県鳥獣保護管理事業計画 
 平成 24 年 3 月 

平成 27 年 5 月変更 
平成 24 年度～28 年度 

高知県第二種特定鳥獣（ニホンジカ･イノシシ）管理計画 
 平成 24 年 3 月 

平成 27 年 5 月変更 
平成 24 年度～28 年度 

高知県緊急間伐推進計画（第 3 期） 平成 25 年 8 月 平成 25 年度～29 年度 

 第７期高知県分別収集促進計画  平成 25 年８月 平成 26 年度～30 年度 

生物多様性こうち戦略  平成 26 年３月 － 

 高知県有機農業推進基本計画  平成 27 年４月 平成 27 年度～31 年度 

 第４期高知県廃棄物処理計画  平成 28 年 3 月 平成 28 年度～32 年度 

 高知県新エネルギービジョン  平成 28 年 3 月 平成 28 年度～32 年度 

第３期高知県産業振興計画  平成 28 年 3 月 平成 28 年度～31 年度 
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（２）ＮＰＯ、事業者の取組 

県内の NPO は約３００団体にのぼっており、環境分野を含めた NPO の活動が年々活発 

になってきています。 

また、平成１８年に環境活動支援センター「えこらぼ」を設置したことで、県民や NPO

だけでなく、企業や学校における環境学習、環境活動に対する支援が行われるようになるな

ど、県内の環境活動の基盤が整備されています。 

事業者による環境保全への取組も広がりつつあり、エコアクション 21 等の環境マネジメ

ントシステム構築企業数が徐々に増加するなど環境保全に対する理解の高まりが見られ、リ

サイクル製品や間伐材を利用した製品の開発や購入が行われるほか、農業分野において環境

保全型農業を進める動きも着実に進展しています。 

（３）県の取組（先進的環境事業や第三次計画以降の新たな取組） 

本県は、森林が県土の 8４％を占める全国一の森林県であり、豊富な森林資源を有してい 

ますが、木材価格の低下や過疎化、高齢化による担い手不足など、森林整備を進めるにあた

って多くの課題を抱えています。 

そのため、平成 15 年度には全国に先駆けて森林環境税を導入し、県民参加による森づく 

りや荒廃森林の整備など、森林環境を守るための取組を進めています。 

さらに、環境行政分野においても、森林環境税に足並みを合わせて、環境問題に積極的に

取り組んでいる企業（環境先進企業）と地域との協働により森林整備を進める「協働の森づ

くり事業」など、先進的事業を展開していくとともに、雇用の場の確保など中山間地域の活

性化に資するための取組を進めています。 

①　協働の森づくり事業

協働の森づくり事業は、環境先進企業と地域とが協働して、森林（人工林）の整備を進

めようとするもので、平成１７年度から取り組んでいます。 

これまでに、６２件（平成２７年１２月末現在）のパートナーズ協定を締結し、協賛金

をもとに森林整備を進めるとともに、協定企業が行う森林ボランティア活動や地域との交

流活動を行っています。（図－１） 

また、平成 19 年度からは、協定企業に対して、間伐により整備された森林のＣＯ２吸収

量を認定した「CO2吸収証書」の発行を行い、協定企業のＣＳＲ活動を目に見える形にし

ています。
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（図‐１）「協働の森づくり事業」の仕組み 

② オフセット・クレジット（CO2排出削減・森林吸収）創出の取組

平成 20 年、京都議定書第１約束期間の開始を受け、我が国での市場メカニズムを活用

した地球温暖化対策を推進するため、本県の CO2排出量取引プロジェクトが環境省のＪ－

ＶＥＲ（Verified Ｅmission Ｒeduction）のモデル事業に選定されました。 

平成 21 年 3 月には、この事業での CO2排出削減量を活用して、我が国第 1 号となる、

国内で生まれたクレジットによるカーボン・オフセットの取引が行われました。 

このような本県の取組などを参考として、環境省では「※オフセット・クレジット

（J-VER）制度」を開始し、温室効果ガス排出削減プロジェクトと森林による CO2 吸収

プロジェクトにより、カーボン・オフセット等に用いる国内向けのクレジット制度を立ち

上げました。 

県内では、県自らが行ってきた CO2排出削減プロジェクトと森林吸収プロジェクトに加

えて、民間企業等による CO2排出削減プロジェクトなど６つのプロジェクトが立ち上がり

ました。 

※オフセット・クレジット（J-VER）制度は、京都議定書第１約束期間が終了した平成 25 年に、経

済産業省などが実施してきた「国内クレジット制度」と一体化した「J-クレジット制度」へ発展し、

国内での温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトの登録、クレジット量の認証が引き続き行われて

います。 
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③ 県内の森林吸収プロジェクト・高知県版Ｊ－クレジット制度

本県では、国のオフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度と同等の機能を有しながら、

プロジェクトの申請・登録などの手続きが県内で行える「高知県Ｊ－ＶＥＲ制度」を創設

して、県内の事業体がプロジェクトを容易に実施できる環境を整備し、森林率日本一であ

る高知県を特徴づけたクレジットを創出することにより、地球温暖化対策と中山間地域に

おける収益をともに実現することを目指しています。 

なお、高知県 J-VER 制度も、国の J-VER 制度と同じく、平成 25 年に「高知県版 J-

クレジット制度」へと移行しました。 

④ 生物多様性こうち戦略の取組

平成２６年３月、生物多様性基本法第１３条に基づき、生物多様性の保全や持続的な利

用に関する施策を総合的・計画的に推進していくための指針と具体的施策を定めた「生物

多様性こうち戦略」を策定し、この戦略のもと、本県の豊かな生物多様性を保全・再生し

ていくための取組を進めています。 

⑤ 再生可能エネルギーを活用して得られた利益の地域への還流

平成２４年７月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置

法」が施行され、固定価格買取制度が開始されたことを受け、平成２４年度から県と地元

市町村が県内企業などと共同で発電事業会社を設立し、売電により得られる利益を最大限

地域に還流する「こうち型地域還流再エネ事業」を実施しています。 

⑥ CLT 等による県産材の利用促進

木材は、吸収した CO2を自身が炭素として固定することから、環境に優しい資源です。

そのため、木材の利用拡大を図るために、公共施設や民間施設の木造・木質化、県産木造

住宅の推進などの地産地消に取り組むとともに、業界と一体となって、東京や大阪などの

大消費地において商談会や展示会を開催し、土佐材をＰＲして販売拡大に繋げる地産外商

の取組も進めています。 

また、さらなる木材利用の拡大を図るために、全国に先駆けて、中・高層建築物への活

用が期待できる CLT（直交集成板）の推進にも取り組んでいます。CLT を活用して都市

部に木造建築物を増やし、木材の需要を拡大することにより、森林整備を促進するととも

に、より多くの CO2の固定につなげるよう国に対し提言しています。 
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⑦ 木質バイオマスエネルギー利用の拡大

重油燃料からカーボンニュートラルの木質バイオマス燃料への転換を図るため、林地残

材などの未利用森林資源を燃料として利用する木質バイオマス発電施設の整備や、温泉施

設や園芸施設などの木質バイオマスボイラーの導入を支援するとともに、木質燃料の安定

供給体制の整備の取組を進めています。 
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第３章 目指すべき将来像と戦略

本章では、計画の基本構想や環境に関する動向及び現状を踏まえ、２１世紀の第一四半期末で

ある 2025 年（平成３７年）における目指すべき将来像と基本的な戦略を示します。 

 １ 目指すべき将来像 

本計画では、多様な主体が協働して本県の恵み豊かな環境を保全するとともに、地域の自

然資源を活かした産業振興を目指すことを基本的な考え方として、目指すべき将来像を次の

とおり定め、統合的に取組を進めていきます。(図－２) 

○ 地球温暖化対策が進んだ低炭素社会

○ 環境への負荷の少ない循環型社会

○ 自然環境の保全が図られた自然共生社会

この「３つの社会づくり」に統合的に取り組んでいくためには、本計画の目指すべき将来

像を県民や事業者、ＮＰＯ、市町村、県等の各主体が共通認識とすることが必要であり、こ

れら多様な主体の参画と協働のもとに推進していきます。 

（図‐２）将来像の達成に向けた取組（イメージ図） 
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  「３つの社会づくり」の取組により実現される将来像は、次のとおりです。 

（１）地球温暖化対策が進んだ低炭素社会 

日常生活や事業活動と地球温暖化との関わりについての理解が深まるとともに、技術開発

が進むことにより、県民は家庭生活や事業活動において、省エネルギー行動や地球環境への

配慮活動を進んで実践するようになります。 

 県民が、低燃費で環境性能に優れた次世代自動車（ハイブリッド自動車、電気自動車など）

や公共交通機関を自発的・積極的に利用するようになり、結果として CO2の排出量削減がさ

れることにより、環境負荷の少ないまちづくりが進みます。 

  また、県内の森林は CO2の吸収源として、適切で計画的な整備・管理が行われるとともに、

県産材の利用が広がり、CO2の固定化が進んでいます。 

 県内各地域では、木質バイオマスや風力、太陽光などの再生可能エネルギーが、中山間地

域や都市部など地域特性に応じて導入されており、これらの再生可能エネルギーを効率的に

利用するエネルギーの地産地消が進んでいます。 

 さらに、これまでのような地球温暖化による気候変動の影響に対処するための温室効果ガ

スの排出抑制等を行う緩和策だけでなく、既に現れている影響や将来避けられない影響に対

する適応策への取組も始まっています。 

（２）環境への負荷の少ない循環型社会 

物が作られ、リサイクルや廃棄されるまでの過程において、環境への負荷の少ない社会の

仕組みが作られています。 

県民の消費行動においては、環境に配慮した商品やサービスを選択する考え方が浸透する

とともに、環境にできるだけ負荷をかけないライフスタイルが定着しています。 

 企業においても、製造段階からの各プロセスにおいて環境へ配慮した取組が進み、県内各

地域で廃棄物の発生抑制及びリサイクルへの取組が活発に展開されています。 

再生利用技術、環境への負荷の少ない処理技術等の開発及び普及により資源循環型社会の

構築に向けた取組が一層進んでいます。 

 県民の環境意識の高まりから、幅広い年齢層の参加による環境学習を通して環境の保全及

び創造に取り組むＮＰＯが増え、その活動に参加する県民や活動を支援する事業者も増えて
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います。 

また、ＮＰＯと県民、事業者、行政等が連携・協働しながら地域の特性を活かした環境保

全活動が進められています。 

（３）自然環境の保全が図られた自然共生社会 

 健康でこころ豊かな暮らしが地域固有の自然環境の上に成り立っているとの意識が定着し、

県民は自然と共生した暮らしの実現に向けて、様々な努力や協力をするようになっています。 

 自然環境を大切にする意識や行動の変化が、県内の豊かな自然環境に生息する多様な野生

動植物等を保護・管理することの必要性や、森林をはじめ、身近に広がる水田及び河川、里

地里山、沿岸海域などが生物多様性に果たしている役割の重要性を理解することにつながり、

将来にわたり本県の自然環境・生物多様性の保全が適切に維持されます。 

 ２ 将来像の実現に向けた基本的な戦略  

目指すべき将来像を実現するための基本的な戦略について、計画の 5 つの対象分野ごとに

整理すると次のとおりです。 

（１）地球温暖化への対策 

地球温暖化の問題は 21 世紀における人類的課題であり、このまま放置することは将来深

刻な影響を及ぼすおそれがあることから、多様な主体がそれぞれの役割の中で、地球温暖化

防止に向けた取組を積極的に推進するとともに、お互いが連携しながら温室効果ガスの排出

量を継続的に削減していくことが必要です。 

そのため、「高知県地球温暖化対策実行計画」に基づき、地球温暖化の原因である温室効果

ガスの削減に向けて、県民一人ひとりができることからコツコツと継続的に取り組むことが

大切です。 

また、その普及啓発を図り、実効性のある運動に結び付けるため、高知県地球温暖化防止

県民会議において、県民や事業者、ＮＰＯ、市町村等と連携・協働しながら県民運動として

温室効果ガスの削減に努めます。 

加えて、森林吸収源対策や木材利用の促進、地域特性に応じて再生可能エネルギーを有

効活用することにより、自然資源の循環利用を推進します。（図－３） 

これまで、温暖化防止のための温室効果ガスの抑制等を行う「緩和策」に取り組んできま
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したが、今後は、既に現れている影響や中長期的に避けられない影響に対する「適応策」へ

の取組について検討していきます。 

（図‐３）森林吸収源対策と木材利用の促進、再生可能エネルギーの有効利用（イメージ） 

（２）循環型社会への取組 

循環型社会を実現するうえでは、自然や歴史的・伝統的な暮らしに学び、一人ひとりが物

を大切に思う気持ちを持つことが重要であり、できるだけ自然界の物を使い、また、自然界

から新たに採取する資源を可能な限り少なくし、できるだけ長期間社会で使用することや、

既に社会でいったん使用済みとなったものでも循環資源として利用することにより、最終的

に自然界へ廃棄されるものを少なくすることが基本となります。 

循環型社会では、特に資源の有効活用やゴミ問題に対し、リデュース（発生抑制）・リユー

ス（再使用）・リサイクル（再生利用）という３Ｒの優先順位で取り組み、過度な包装や無駄

の多い商品を提供しない、不要な物を家庭や事業所に持ち込まない、排出時は分別を徹底す

る、そして出されたゴミは資源として循環させ、各分野で有効活用していくことは最も大切

な取組です。 

そのため、家庭でのゴミの削減については、県民がゴミを減らす主体者であるという意識

を高め、そのライフスタイルの見直しを推進していきます。 

また、事業所等においても、資源の有効活用やゴミの削減を推進するとともに、継続した

取組とするため、環境マネジメントシステムの構築やその考え方の積極的な導入を進めてい

きます。 
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市町村においては、資源ゴミの分別収集を促進するとともに、家庭や事業所等への分別の

徹底、また、リサイクルプラザ（資源化施設）などの広域的な整備など、各種リサイクル法

に基づく取組、処理施設の適正な管理・運営等を推進していきます。 

（３）自然環境を守る取組 

 生態系が持つ機能のうち、水や気候の安定、物質の循環などの間接的に受ける恩恵や衣食

住に不可欠な資源や原料といった有用物など、人間が生きていくために必要で役立つものが

生態系サービスとして供給されています。 

しかし、現在の地球上における生物の絶滅速度は、過去の絶滅速度と比べ、100 倍～1,000

倍に達し、生態系サービスの状態を示すほとんどの指標が悪化傾向にあることから、これ以

上の生物多様性の損失を食い止め、今後は豊かな生物多様性を保全し、回復させていくこと

が必要です。 

豊かな自然環境を保つことは、生態系の保全やＣＯ2吸収機能の増進、水源のかん養などを

通じて県民生活の安定を支えるのみならず、農林水産・観光など多様な産業の基盤や地域の

環境資源を保全することであり、地域固有の生活、文化を育むうえで重要な取組です。 

そのため、県内の優れた自然環境を山・川・里・海といった大きな循環や人々の暮らしと

のつながりの視点から保全・再生を行うことが大切であり、県民全体で貴重な森林や水など

の環境資源を守っていくべきであることから、森林の整備や木材利用の推進、流域一体とな

った清流の保全、快適な生活環境の確保、希少野生動植物や野生鳥獣の保護・管理、外来生

物の被害防止、自然公園の適正管理に努め、「生物多様性こうち戦略」に基づいた生物多様性

の保全と持続可能な利用及び自然との共生を図ります。 

 さらに、田畑や山林などの、人々が農山漁村で生活することにより維持されてきた二次的

な自然についても、地域産業の振興による雇用の創出やＵＩターンなど移住の促進によって

過疎化を抑制することにより、環境の保全に取り組んでいきます。 

（４）環境ビジネスの振興 

県では、人口減少や高齢化の進展で県内市場が縮小することにより、若者が県外に流出し、

さらに人口が減少するといった負のスパイラルを断ち切るため、「高知県産業振興計画」を着

実に実施し、県経済の活性化に向けて取組を行っており、この計画での取組等を通して、本

県の強みである恵み豊かな自然資源を活かした環境ビジネスの創出・拡大につなげていくこ

とが必要です。 

そのため、地域の特性を活かした太陽光エネルギーや木質バイオマスエネルギーなどの再

生可能エネルギーによる発電事業や、四万十川や仁淀川に代表されるような全国に誇れる魅

力ある自然環境を活かした体験型・滞在型観光の推進に取り組んでいきます。 
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また、環境先進企業からの民間資金を積極的に導入することにより、本県が全国に先駆け

て取り組んでいる「高知県版Ｊ－クレジット制度」や「協働の森づくり事業」の拡大を図り

ます。  

さらに、本県の豊富な森林資源を余すことなく活用するため、新たな建築部材として期待

されるＣＬＴの普及拡大や、店舗や事務所などの低層非住宅建築物の木造化を推進すること

により、関連産業の育成を図ります。 

 一方で、環境への負荷を低減するリサイクル産業の振興を図るため、環境に負荷の少ない 

製品やサービスが安価に提供できる技術や仕組みづくりへの支援を行うなど、環境ビジネス

につなげていく取組を進めます。 

（５）環境を守り育てる人材の育成 

環境問題は、私たち一人ひとりの日常生活や社会経済活動のあり方にも大きな関わりがあ

ることから、多くの県民が環境問題に関心を持ち、それぞれの立場で実施可能な環境に優し

い取組を実践することは、低炭素社会・循環型社会・自然共生社会づくりを実現するうえで

の基盤となります。 

そのため、環境教育・環境学習の拠点として、平成 18 年 4 月に環境活動支援センター「え

こらぼ」を設置し、県民への環境活動の支援や各団体とのネットワークづくりを積極的に行

っています。（写真－１・２） 

県民の環境活動の拠点及びサポート体制は、これまでの取組により一定整備されたことか

ら、今後は、より多くの県民に環境学習や環境活動に触れる機会を提供し参加を促していく

ことや、環境問題について積極的に情報発信を行うなど、県民の環境活動を活発化するため

の基盤づくりに取り組みます。 

本県では、人口減少による経済の縮みが若者の県外流出と特に中山間地域の衰退を招き、 

これまで人が手をかけることによって維持されてきた里地里山の豊かな自然が失われつつあ 

ります。 

こうした中山間地域の自然環境を守るためには、人口が減少している地域の住民の努力だ 

けでは難しいことから、都市と農山漁村との交流やＵＩターンによる移住を促進することで、 

都市部などの人材を地域に呼び込み、地域住民と一緒になって環境保全活動に取り組みます。 
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（写真‐１）えこらぼの文化祭の様子 （写真‐２）えこらぼのエコテントの様子 
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第４章 環境の保全及び創造に関する施策の展開

計画に掲げる目指すべき将来像を実現するためには、計画の対象分野ごとの基本的な戦略に沿 

って、各施策や事業を展開することが必要です。 

本章では、目指すべき将来像の実現に向けた第一段階として、本県の環境施策における基本的 

な戦略を見通しつつ、本計画期間内において優先的に取り組むべき施策の展開を掲げます。 

（参考資料Ｐ５０～５１参照） 

 １ 地球温暖化への対策 

 県では、温室効果ガスの排出量を 2020 年までに 1990 年の基準年比で 31％削減するこ

とを新たな県の目標とする「高知県地球温暖化対策実行計画」を策定しました。 

 この計画では、県民の生活や事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減目標を定め、県民運

動として県民一人ひとりの日常生活の見直しに取り組むとともに、森林の活用による CO2削

減・吸収クレジット創出のための普及の仕組みづくりや再生可能エネルギーを活用した地域

でのエネルギーの地産地消の取組などの地球温暖化対策を推進していきます。 

（１）高知県地球温暖化防止県民会議の活用（県民運動による温暖化防止の取組の拡大） 

県民一人ひとりの意識を高め、行動につなげることが重要なことから、啓発活動や行動を 

促すための仕組みづくりを実施するために、県民、事業者、ＮＰＯ、行政等が連携・協働し 

て、県民総ぐるみによる地球温暖化防止活動を推進する高知県地球温暖化防止県民会議の活 

動を通して、次のとおり県民運動を展開していきます。（図―４） 

① 県民（家庭）における地球温暖化防止の取組

家庭での CO2排出削減等の取組を、環境家計簿の利用を促進するなど、成果を見える化

しながら進めていくとともに、体験型環境学習の実施や地域で開催される地球温暖化防止

イベントでの啓発等、あらゆる機会を捉えて地球温暖化防止活動を行う県民を増やす取組

を推進します。 

② 事業者における地球温暖化防止の取組

中小企業向けの環境マネジメントシステムであるエコアクション２１の導入促進を図る

など、事業者の主体的な CO2排出削減等の取組を、成果を見える化しながら進めるととも
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に、環境フォーラムの開催や省エネアドバイザーの派遣等によって、地球温暖化防止活動

を行う事業者やその従業員が持続的に増えていく仕組みづくりを構築します。 

③ 行政における地球温暖化防止の取組

県内市町村による地球温暖化対策実行計画の策定や計画に基づいた効果的な施策の実施、

クールビズやウォームビズなどのエコオフィス活動の実施などにより、行政自らが地球温

暖化対策を率先して実施するとともに、県民・事業者等との連携の強化を図り、地域の取

組を促進します。 

（図‐４）高知県地球温暖化防止県民会議の組織図 

（２）公共交通機関の利用促進による CO2の削減 

① 公共交通機関の利用拡大

環境やまちづくりなどの幅広い視点から、環境負荷の少ない鉄道、路面電車、バスなど

への利用の転換や拡大を図るため、パークアンドライドや５２０運動のような、公共交通

を利用した通勤を進める取組（運動）の推進など、モビリティ・マネジメントを進めてい

くことにより、CO2の削減につなげていきます。 

② ＩＣカードの利用拡大やエコ通勤の促進

ＩＣカード「ですか」の利用を拡大し、利用者の利便性の向上を図るとともに、「エコ通

勤」の取組を行政や事業者等に普及・促進することによって、CO2の削減に向けた意識づ

くりを高めていきます。 
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（３）都市のコンパクト化と公共交通ネットワークの形成 

① 都市のコンパクト化

人口減少が進行する中、現在の市街地のままでは、人口密度の低下により、一定の密度

に支えられてきた中心市街地や身近な商店、公共交通などが衰退し、日常生活に支障をき

たすおそれがあります。 

そのため、今後のまちづくりは、将来にわたって、高齢者や子育て世代が安全で安心し

て暮らすことができるよう、日常生活に必要なまちの機能が、住まいに身近なところに集

積され、住民が自家用車に過度に頼ることなく、公共交通によってこれらの機能にアクセ

スできるような「コンパクトなまちづくり」を推進します。 

② 公共交通ネットワークの形成

「コンパクトなまちづくり」を推進するために、日常生活に必要な機能を持つ「まち」

と「住まい」、または、「まち」と「まち」といった拠点間を結ぶ公共交通を活性化する

ことにより、「面的な公共交通ネットワークの構築」に取り組みます。 

その結果、公共交通を使った移動が容易になり、自家用車利用の必要性が相対的に低下

することで、自家用車利用の抑制や渋滞の解消等につながり、CO2の削減や行政コストの

抑制などが期待されます。 

（４）省エネ住宅の推進 

国は、エネルギー基本計画において、高い効果が期待できる省エネルギーの強化策として 

建築物・住宅の省エネルギー化を促進する方針を示しています。 

住宅の省エネルギー化を進めることは、結露やヒートショックの防止効果のある高断熱住 

宅の普及が進むことになり、快適で健康的な住宅の普及にもつながります。 

県では、さらに、調湿性に優れ、癒し効果もあると言われている木材と、地域の環境に適 

応した自然素材である土佐漆喰、土佐和紙などの地場産材を省エネ住宅の建材として活用す

ることを前提に、人にも地球にも優しい省エネ住宅を「こうち健康・省エネ住宅」として、

その普及に取り組みます。 

（５）森林吸収源対策と木材利用の促進 

 本県は、県土の 84％を森林が占める全国一の森林県であり、そのうち約 65％は人工林で

す。森林には、木材を生産するだけではなく、県土の保全や水源のかん養、CO2の吸収源と
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して地球温暖化防止に重要な役割を担っていますが、このような公益的機能を十分に発揮さ

せていくためには、間伐などの適切な森林整備と併せて木材を利用することによる CO2の固

定などを進めていく必要があります。 

県では「高知県緊急間伐推進計画（第３期）」や、「第３期高知県産業振興計画」などに基 

づき、森林・林業関係者による「森の工場」づくりをはじめ、企業のＣＳＲ活動による協働 

の森づくり事業及び森林環境税等を活用した間伐等の取組を行い、森林整備を積極的に推進 

していきます。 

また、木材の利用を拡大するため、これまで取り組んできた木造住宅の建築促進に加え、 

新たな需要の創出が期待されるＣＬＴの普及や、店舗や事務所などの低層非住宅建築物の木 

造化の推進などに積極的に取り組みます。 

さらには、県産材を木造住宅や公共施設、一般建築物などの建築物に利用することにより

ＣＯ2 固定量を算定し、認証する「ＣＯ2 木づかい固定量認証制度」によって、木のＣＯ2 の

吸収固定効果を見える化し、県産材の利用が地球温暖化防止に貢献することを身近に感じて

もらえるよう、環境配慮行動への意欲を促す取組を進めます。 

（６）再生可能エネルギー導入への支援 

本県は、全国一の森林率による豊富な森林資源、トップクラスの日照時間（日射量）を誇

る太陽光や年間降水量などの再生可能エネルギーに適した自然条件を備えています。 

こうした本県の恵まれた地域特性を十分に活かし、地球温暖化対策に貢献するとともに、

産業振興や県民生活の向上に寄与するといった視点で、太陽光、小水力、木質バイオマス、

風力等の再生可能エネルギーの導入を図るための具体的な施策を示す「高知県新エネルギー

ビジョン」を策定し、取組を進めてきました。 

平成 28 年３月にビジョンの内容を見直し、中期目標として５年後の平成 32 年度、長期

目標として 10 年後の平成 37 年度の再生可能エネルギーの導入量や電力自給率の目標を定

め、さらなる再生可能エネルギーの導入を進めることにより、温室効果ガスの排出の抑制を

図ります。 

（７）再生可能エネルギーを活用した地域でのエネルギーの地産地消 

固定価格買取制度が開始され、太陽光などの再生可能エネルギーの導入が進む中、化石燃 

料による電力への依存度を低減させるため、地域で創出する再生可能エネルギーによる電力 

をできる限り地域で消費する地産地消に取り組んでいきます。 

21



 ２ 循環型社会への取組 

 循環型社会とは、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動の仕組みを見直すこと

により、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会です。 

 この循環型社会を実現するために、これまで、３Ｒの取組、個別リサイクル法等の基盤整

備とそれに基づく努力や国民意識の向上等により最終処分量の削減が実現されてきました。 

今後は、循環を量の側面からとらえる廃棄物の減量化から､循環を質の面からもとらえて安

心・安全を確保したうえで､廃棄物等を貴重な資源やエネルギー源として一層有効活用して資

源生産性を高め、枯渇が懸念される天然資源の消費を抑制することが求められることになり

ます。 

（１）ゴミの３Ｒの推進 

私たちが使う製品は、資源の採掘や製造、流通、廃棄物の処分と膨大な環境への負荷をか

けて作られています。何を購入し、どのように使い、再生・処分するかの一連のサイクルに

環境配慮を優先することや、ゴミを少なくするライフスタイルを進めていくことが重要です。 

そのため、ゴミの３Ｒについて、リサイクル（再生利用）の高度化に加え、リデュース（発

生抑制）・リユース（再使用）の取組を一層進める循環型社会の構築を支援します。 

① ゴミの発生抑制

事業者においては、製造から販売までの全ての段階で廃棄物の発生抑制に努めること、

消費者においては必要な物だけを購入すること、使い捨てではなく長く使えるものを使っ 

ていくことなど、環境にやさしいライフスタイルの実践を呼びかけ、ゴミの発生抑制を推

進します。 

また、廃棄物の削減や地球温暖化防止などに対する県民の意識を高めるため、レジ袋等

容器包装ゴミの削減に向けた取組を事業者やＮＰＯ、行政等が連携しながら推進します。

（写真－３） 

② 分別収集や再生利用

県民や事業者によるグリーン購入やリサイクル製品の利用、各種リサイクル法に基づく 

分別収集や再生利用を推進します。 
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③ ３Ｒのネットワーク化

循環資源の情報共有を図るため、廃食油の燃料化や食品残渣の堆肥化など、地域での事 

業者や県民が実施する３Ｒの取組をネットワーク化して推進します。 

（写真‐３）環境にやさしい買い物キャンペーンポスター 

（２）廃棄物の有効活用 

  「循環型社会形成推進基本法」に基づき､廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用に優先し

て取り組んだうえで、それでも発生する焼却せざるを得ない廃棄物等については、エネルギ

ー源などでの活用を推進します。 

①　家庭ごみの活用

 生ごみ等からのメタン回収を高効率に行うバイオガス化や回収された廃食油等からのバ

イオディーゼル燃料の生成、有機性汚泥等の固形燃料化などを推進していきます。 

②　家畜排せつ物の活用

本県では、家畜排せつ物の適正処理及び有効活用を目的として、平成 12 年に「高知県に

おける家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」を策定しました。この基本計画に基づ

き、県や市町村、農業団体、農業者が一体となって家畜排せつ物処理施設等を整備してきた

結果、平成 19 年には「家畜排せつ物法」に基づく管理基準は、ほぼ全ての法対象農家にお

いて遵守できる状況となっています。 

家畜排せつ物処理施設により生産された家畜ふん堆肥は、全体の約半数にあたる約３

９,000t／年（平成 2７年度）が耕種農家や家庭菜園で利用されており、その内訳をみると、

露地及び施設野菜や水稲で多く利用されています。 

今後も、家畜ふん堆肥の利用に関する研修会の開催や、家畜ふん堆肥マップの配布および
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県のホームページへの掲載により、地域内における資源循環システムの構築に努め、家畜ふ

ん堆肥の利活用の推進に取り組みます。（写真－４） 

（写真‐４）高知県の家畜ふん堆肥マップ（抜粋） 

（３）木質バイオマスの利用により発生する燃焼灰の有効活用 

生産した原木のうち小径木や曲がり材などの低質材を有効活用し、木質バイオマス燃料とし

て普及を推進することにより、化石燃料からの転換を図るとともに、エネルギー利用により発

生した燃焼灰を土壌改良資材として活用するなど、資源の循環利用にも取り組みます。 

（４）ゴミの適正処理や不法投棄・散乱ゴミ対策 

廃棄物の適正処理指導を進めるとともに、県土美化に向け、県民運動としての盛り上がり

につなげることで県内の不法投棄の根絶や散乱ゴミを防止するなど、環境保全に対する意識

を高めるきっかけとします。 

① 廃棄物（一般廃棄物、産業廃棄物）の適正処理

県は、産業廃棄物の排出事業者や処理業者に対して、講習会や立入検査等を通じて適正 

処理を推進するとともに、各福祉保健所に配置されている廃棄物監視員による地域の継続

的な巡回を行い、不法投棄の未然防止、早期発見及び拡大防止に努めます。また、産業廃

棄物の不適正な取扱いについては、行政指導や行政処分等を実施し、改善を図るとともに

適正処理を推進していきます。 

市町村は、その区域内の一般廃棄物処理についての統括的な責任のもと、適正処理を推

24



進しています。県は、市町村が一般廃棄物処理の責務を十分果たすことができるよう、必

要な支援に努めます。 

② 県民一斉美化活動

地域の美化運動を実施する活動団体に対し、清掃資材の提供などの支援を行います。 

  また、「清潔で美しい高知県をつくる条例」の基本理念に基づき、毎年 2 月を県民一斉 

美化活動月間と定め、重点的に県民へ広く美化活動を呼びかけるとともに、清潔で美しい 
県土づくりは自らが行うという意識の下に、市町村やボランティア団体、企業等と連携し、 

   一斉美化活動を行います。（写真―５） 

③ 県民との協働による不法投棄の防止活動

県内各福祉保健所のブロックごとに行政関係者により構成され、廃棄物の適正処理を推

進する「協議会」を活性化させ､不法投棄防止について県民等に対する啓発や環境教育の充

実を目指すとともに、地域の民間団体とのネットワーク化や地域間の連携強化を図り､活動

の実効性を高めます。 

また、従来の不法投棄防止や不法投棄された廃棄物の撤去活動のほか､各種広報や一斉清

掃活動を通じ、官民一体となった環境美化に対する機運の醸成を目指します。（写真－６） 

（写真‐５）一斉美化活動の様子 （写真‐６）不法投棄現場の様子 

 ３ 自然環境を守る取組 

本県の豊かな自然環境を保全し、次世代に伝えていくためには、山・川・里・海の環境を守

り、伝え、利用する取組を総合的に進めるとともに、環境や生態系に配慮した適切な農林漁業

活動の推進や里山の保全を行うなど、自然資源の持続可能な利用と保全に取り組むことが必要

です。 
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また、生物の生息・生育空間が確保された生物多様性の保全を目指し、生態系ネットワーク

の維持・形成を図るとともに、希少野生動植物の保護対策と外来生物対策、イノシシ・シカな

ど特定鳥獣の管理を並行して進めていくことが必要です。 

そのためには、全国的な施策に加えて、本県の特徴ある状況を踏まえた施策を展開していく

ことが求められます。 

県では、生物多様性基本法第１３条（生物多様性地域戦略の策定等）に基づき、本県の生

物多様性の保全や持続的な利用に関する施策を総合的・計画的に推進していくための指針と

具体的施策を定める「生物多様性こうち戦略」を平成２６年３月に策定しました。本戦略で

は山・川・里・海・まちの健全なつながりや生態系のネットワークを重視し、地域が持続的

に発展していくことを目指しており、以下のとおり、４つの重点プラン（「知る・広める」、

「つなげる」、「守る」、「活かす」）に基づく１２の行動計画を進めていきます。 

○４つの重点プラン

・重点プラン１「知る・広める」～生物の多様性の価値を把握し、社会全体で共有する～ 

取組１：生物多様性の意義の普及と啓発を図るために、活動の事例紹介やイベント等の

情報を発信するとともに、生物多様性をすすめるための人材を育成 

取組２：学校内外での環境教育の充実や指導者の育成、地域の自然や歴史、文化を教育

の場に活用するなど地域の生物多様性から学ぶ教育を推進 

 取組３：地域の魅力を活かした景勝地や公園の整備を進めるとともに、自然体験型のイ 

ベントや観光を推進し、身近な自然とふれあえる場の整備と五感で感じる機会

の提供 

  ・重点プラン２「つなげる」～生物の多様性を支え、次世代につなぐ仕組みと基盤をつく 

る～ 

  取組１：野生動植物の生息・生育環境、絶滅危惧種の調査の実施など生物多様性の調査

と研究の推進 

   取組２：中山間地域のコミュニティの維持と再生に取り組むほか、自然体験活動の人材

育成などにより生物多様性保全・回復のための体制を強化 

  ・重点プラン３「守る」～自然環境の保全と回復を図る～ 

取組１：山・川・里・海・まちにおける環境や生きものなど生物多様性を確保していく

ための事業を進め、すぐれた自然環境を保全・管理 

   取組２：希少野生動植物の不当な採捕の防止や保護区等の見直しなどにより、希少野生

動植物等を保護 

   取組３：特定鳥獣の個体数管理と外来生物対策の推進を図るため、有害鳥獣の個体数管

理や鳥獣駆除の狩猟者育成、特定外来生物の駆除の実施 
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   取組４：文化環境評価システムの活用や環境アセスメントの実施など生物多様性に配慮

した公共工事の実施 

   取組５：太陽光や小水力、風力、木質バイオマスなど再生可能エネルギーの普及に努め、

地球温暖化の防止や循環型社会を構築 

  ・重点プラン４「活かす」～生物多様性の恵みを活かした地域産業の持続と活性化を促進 

する～ 

   取組１：生物多様性に立脚した地域資源の活用の促進を進めるため、本県の食文化や和

紙、珊瑚などの伝統産業の維持と振興、生物多様性に配慮した一次産品や加工

品の利用を促進 

 取組２：農林漁業の担い手育成や地場産品のブランド化、生物多様性に配慮した環境整

備や新品種・技術の研究などを行い、生物多様性と密接な関係を有する一次産

業を強化 

（１）森林環境の整備 

県内の森林の多くは、資源としての成熟度を増し、利用期を迎えていますが、山村では 

過疎化や高齢化が進み、適正な手入れが行われていない森林も依然として残されています。 

こうした状況を踏まえ、森林資源の質的充実と利用を推進するとともに、地球温暖化の 

防止をはじめとする森林の多面的機能の持続的な発揮を高めるため、「高知県緊急間伐推進 

計画」に基づく間伐の推進（写真－７）など、森林環境税等を活用して森林整備を計画的 

に進めます。 

また、環境先進企業と地域が協働して森林整備と交流を行う協働の森づくり事業に取り

組むことで、森林の再生を進めます。 

（写真‐７）間伐等により森林整備が行われた様子 

荒廃した森林   手入れがされた森林 

（２）公共工事等での環境配慮 

公共工事等を行う際には、道路工事における掘削に伴う斜面を自然林に復元する工法や、
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河川が本来有している多様な自然環境・生態系・景観を保全・創出するための多自然川づ

くりを推進するなど、環境に配慮するとともに、積極的な木材利用に努めます。 

（写真－８・９） 

なお、県が公共事業等を行う際には、文化環境配慮方針に基づき環境負荷の軽減を推進

します。 

（写真‐８）自然林が復元された様子 

施工直後 施工後約 10 年 

（写真‐９）多自然川づくりの様子 

施工直後 施工後約 18 年 

（３）清流及び生活環境の保全 

① 清流の保全

｢高知県清流保全条例｣及び｢高知県清流保全基本方針｣に基づき、各河川の清流保全計画

の策定と、策定後の各河川の計画について見直しを適宜行い、その計画に沿った取組を進

めます。 

清流を保全するためには、水質だけではなく、水量、景観や生物多様性・生態系の保全、

水文化の継承などを含め、流域で暮らす方々の歴史と知恵を生かし、流域全体で取り組む

必要があります。 

このような認識を踏まえ、「物部川清流保全計画」や「第２次仁淀川清流保全計画」の策
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河川が本来有している多様な自然環境・生態系・景観を保全・創出するための多自然川づ

くりを推進するなど、環境に配慮するとともに、積極的な木材利用に努めます。 

（写真－８・９） 

なお、県が公共事業等を行う際には、文化環境配慮方針に基づき環境負荷の軽減を推進

します。 

（写真‐８）自然林が復元された様子 

施工直後 施工後約 10 年 

（写真‐９）多自然川づくりの様子 

施工直後 施工後約 18 年 

（３）清流及び生活環境の保全 

① 清流の保全

｢高知県清流保全条例｣及び｢高知県清流保全基本方針｣に基づき、各河川の清流保全計画

の策定と、策定後の各河川の計画について見直しを適宜行い、その計画に沿った取組を進

めます。 

清流を保全するためには、水質だけではなく、水量、景観や生物多様性・生態系の保全、

水文化の継承などを含め、流域で暮らす方々の歴史と知恵を生かし、流域全体で取り組む

必要があります。 

このような認識を踏まえ、「物部川清流保全計画」や「第２次仁淀川清流保全計画」の策

定を行っており、流域市町村や住民、団体と連携・協働して、山・川・海をつなぐ大きな

水循環と人々の暮らしの視点に基づいた、清流保全に取り組みます。 

また、その他の県内各河川についても、流域市町村や住民、団体と連携して清流保全に

取り組みます。 

併せて、清流保全を主体に山・川・海を連動させた自然再生・保護活動の支援として行

っている協働の川づくり事業も活用し、環境先進企業等の参画により清流保全に取り組む

様々な活動への支援を展開していきます。 

② 四万十川の保全と流域の振興

四万十川流域においては、｢高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例｣に

基づき、重点地域における許可制度の運用や清流基準の設定などの取組を行い、住民、流

域市町、国等の全ての関係者と連携・協働して、流域の目指すべき将来像の実現に向けた

取組を進めます。（図－５） 

また、四万十川の持つ自然・歴史・文化といった多様な地域資源を活用し、流域の持続

的な発展に取り組むための基本指針として「四万十川流域振興ビジョン」を策定しており、

その基本指針に基づき体系化された施策について、流域住民・事業者・行政がそれぞれの

立場で協力しあい、地域づくりを推進していく、「協働型社会」の実現を目指して取り組ん

でいきます。 

（図‐５）四万十川流域における活動組織 

・四万十川流域住民ネットワーク

・地域づくりの会｢しゃえんじり｣など

・しまんと黒尊むら

・四万十すみずみツーリズム連絡会

・大正中津川地区

・四万十川流域保全振興委員会

・（公財）四万十川財団

・四万十川総合保全機構

・四万十川流域文化的景観連絡協議会

・四万十川流域土木工事協議会

行政

・四万十・流域圏学会

研究者

住民

四万十くろそん会議

なかつか会議

総合調整
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③ 生活環境の保全

水環境、大気環境に係る対策や化学物質による環境問題等への対応、土壌汚染や騒音な

どの対策を推進し、安全で快適な生活環境を守るため、河川や大気などの環境監視を継続

するとともに、排出源の監視指導や県民への情報提供などを通じて、生活環境の保全に努

めます。 

（４）生態系・希少動植物の保全 

① 希少野生動植物の保全

レッドデータブック等により希少野生動植物の保全に関して啓発を行うとともに、「高知

県希少野生動植物保護条例」や「高知県うみがめ保護条例」に基づく希少野生動植物に関

する調査、県指定種の追加指定や保護区の設定を検討し、希少野生動植物を絶滅の危機か

ら守り、豊かな生物多様性の保全を図ります。 

併せて、保護推進員等を設置し、推進体制を整備するなど希少野生動植物の保護を図り

ます。 

② 外来生物による被害防止

私たちの身の回りには、たくさんの生物が様々な環境で生息・生育しています。その中

で、従来その地域にいた生物ではなく、私たち人間の活動によって、他地域から入ってき

た生物を外来生物といいます。 

外来生物が侵入すると、もともとその場所に生息していた在来生物との関わりから生態

系への影響があり、また、私たちの健康や生活への影響、農林水産業への被害も起こるこ

とがあります。「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（外来生

物法）では、特にこれらに重大な影響を与える恐れが強い外来生物を「特定外来生物」と

して、飼育、栽培、保管及び運搬を原則禁止しています。 

県としては、特に特定外来生物の対策を進め、本県の豊かな生態系、生物多様性を維持

していくため、被害防止の取組を行っていきます。 

③ 野生鳥獣の保護・管理

｢第 11 次高知県鳥獣保護管理事業計画｣に基づき、農林水産業との調和及び利害関係者

の意見調整を図りながら、野生鳥獣の良好な生息環境を維持するため、鳥獣保護区の指定

などを行い、野生鳥獣の保護及び管理を図ります。 

また、特にニホンジカ、イノシシについては、｢高知県第二種特定鳥獣（ニホンジカ）管

理計画｣及び｢高知県第二種特定鳥獣（イノシシ）管理計画｣に基づき、農林業被害や自然生
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③ 生活環境の保全

水環境、大気環境に係る対策や化学物質による環境問題等への対応、土壌汚染や騒音な

どの対策を推進し、安全で快適な生活環境を守るため、河川や大気などの環境監視を継続

するとともに、排出源の監視指導や県民への情報提供などを通じて、生活環境の保全に努

めます。 

（４）生態系・希少動植物の保全 

① 希少野生動植物の保全

レッドデータブック等により希少野生動植物の保全に関して啓発を行うとともに、「高知

県希少野生動植物保護条例」や「高知県うみがめ保護条例」に基づく希少野生動植物に関

する調査、県指定種の追加指定や保護区の設定を検討し、希少野生動植物を絶滅の危機か

ら守り、豊かな生物多様性の保全を図ります。 

併せて、保護推進員等を設置し、推進体制を整備するなど希少野生動植物の保護を図り

ます。 

② 外来生物による被害防止

私たちの身の回りには、たくさんの生物が様々な環境で生息・生育しています。その中

で、従来その地域にいた生物ではなく、私たち人間の活動によって、他地域から入ってき

た生物を外来生物といいます。 

外来生物が侵入すると、もともとその場所に生息していた在来生物との関わりから生態

系への影響があり、また、私たちの健康や生活への影響、農林水産業への被害も起こるこ

とがあります。「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（外来生

物法）では、特にこれらに重大な影響を与える恐れが強い外来生物を「特定外来生物」と

して、飼育、栽培、保管及び運搬を原則禁止しています。 

県としては、特に特定外来生物の対策を進め、本県の豊かな生態系、生物多様性を維持

していくため、被害防止の取組を行っていきます。 

③ 野生鳥獣の保護・管理

｢第 11 次高知県鳥獣保護管理事業計画｣に基づき、農林水産業との調和及び利害関係者

の意見調整を図りながら、野生鳥獣の良好な生息環境を維持するため、鳥獣保護区の指定

などを行い、野生鳥獣の保護及び管理を図ります。 

また、特にニホンジカ、イノシシについては、｢高知県第二種特定鳥獣（ニホンジカ）管

理計画｣及び｢高知県第二種特定鳥獣（イノシシ）管理計画｣に基づき、農林業被害や自然生

態系への被害を軽減するために、生物多様性の確保を図りながら、個体群管理、生息環境

管理及び被害防除対策の管理事業を総合的に講じることにより、地域住民と鳥獣との適切

な関係の構築を図ります。 

④ 漁場環境の保全

環境負荷の少ない漁業生産活動を推進するとともに、磯焼け対策など沿岸域の環境の保

全及び修復を行います。 

また、森林及び河川流域における環境保全の取組との連携を強化し、漁場の機能の回復

に努めます。 

⑤ 海岸・海洋環境の保全

 海岸・海洋環境の保全に向けて、県内各地の海岸に上陸して産卵するうみがめについて 

「高知県うみがめ保護条例」によって捕獲、卵の採取・損傷を原則的に禁止し、保護区の 

指定等を行います。 

また、海岸環境の保全については、津波・高潮・波浪の被害から海岸を防護するととも 

に、海岸浸食の防護や自然環境に配慮した工法を採用し、自然環境の保全と憩いの場・レ 

クリエーション空間としての海岸利用を図ります。 

併せて、本県の豊かな海洋生態系の保全について、サンゴ礁など貴重な海中生物、水 

生生物の群生地の積極的な保護を図るとともに、その生息環境の汚染防止に努めます。 

⑥ 自然公園の適正利用と施設整備

｢自然公園法｣や｢県立自然公園条例｣に基づき、優れた自然の風景地の保護と適正な利用

を図るとともに、自然とのふれあいを求める県民のニーズに適切に対応するため、多様な 

自然環境を保全しつつ、安全で快適な利用施設の修繕・整備等を進めます。 

４ 環境ビジネスの振興 

 本県には、四万十川や仁淀川など全国に誇れる豊かな自然環境があります。また、全国トッ

プクラスの日照時間や年間降水量などを活用した再生可能エネルギーや森林資源を有していま

す。 

こうした本県の強みである恵み豊かな自然環境を地域資源として積極的に活用し、環境ビジ

ネスを創出・拡大していくことにより、地域の産業振興につなげていくことが必要です。 

県では、県経済を根本から元気にするためのマスタープランである「高知県産業振興計画」
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←協賛金 

に基づいて様々な取組を進めており、この取組等を通して環境ビジネスの創出・拡大を図って

いきます。 

（１）県として主体的に取り組むべき事業 

①　高知県協働の森 CO2吸収認証制度及びＪ－クレジット制度の活用

 協働の森づくり事業においては、適正間伐の施行された森林について、積極的に CO2吸

収量を認定し、CO2吸収証書を発行することにより、環境先進企業にＣＳＲ活動の「見え

る化」を進めています。（図―６） 

また、国のＪ－クレジット制度を積極的に推進するとともに、さらに事業の拡充を図る

ため、同制度に基づき、地域版の認可を受けた、全国レベルで市場流通が可能となるクレ

ジットを、「高知県版Ｊ－クレジット制度」として県内で発行できる仕組みを創設していま

す。 

この「高知県版Ｊ－クレジット制度」により、従来の CO2吸収証書に代わり、オフセッ

ト・クレジットとして環境先進企業に購入してもらえるよう、例えば、商品の製造過程で

出る CO2排出量や従業員の通勤時の交通機関利用に伴う CO2排出量を打ち消したり、商 

品にクレジットを付与して手軽に環境貢献できる環境配慮型商品の仕組みなどのカーボ

ン・オフセットに利用できる取組を提案していきます。（図―７） 

（図‐６）高知県協働の森ＣＯ２吸収認証制度 

環

境

先

進

企

業

高知県

ＣＯ２吸収専門委員会

⑦証書交付

④諮問
⑥答申

⑤審査

環境先進企業

森林整備

②現地調査

市町村
（森林組合）

①ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ協定

ＣＯ２吸収証書 
③現地調査報告
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（図‐７）高知県版Ｊ－クレジット制度 

② ＣＬＴ等による県産材の利用促進

本県の豊かな森林資源を余すことなく活用し、公共施設の木造・木質化をはじめ木造住

宅の推進など、県産材の利用拡大に取り組んでいます。 

こうした中、さらなる木材利用の拡大を図るために、全国に先駆けて、中・高層建築物

への活用が期待できるＣＬＴの推進に取り組んでいます。平成 2８年には県内に 5 施設が

建設される予定で、こうした取組を通して、設計から施工までの技術やノウハウの取得・

蓄積、ＣＬＴに関する知識・技術を有する人材の育成を行うなど、今後も関係者と連携し

てＣＬＴの普及拡大を図っていきます。（図―８） 

加えて、店舗やオフィスといった住宅に比べて木造率が低い低層非住宅建築物の木造化 

の推進にも取り組み、県産材のさらなる利用促進を図ることにより、関連産業の振興につ 

なげていきます。 
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（図‐８）良質材から低質材まで森林資源を余すことなく活用（イメージ図） 

③ 地域の未利用森林資源を有効活用した取組の推進

 森林には、木質バイオマスの供給源や CO2吸収源としての役割が期待されており、この

森林を資源として有効に活用していくために、園芸用施設等に木質バイオマスボイラーを

導入する支援を行っています。 

  また、これまであまり利用されてこなかった小径木や曲がり材などの低質材を利用した 

木質バイオマス発電施設の整備への支援も行っており、平成２７年には県内２か所で発電 

出力５，０００ｋＷ級の大規模発電施設が本格稼働を始めています。 

今後は、発電時に発生する熱エネルギーも併せて有効活用する熱電併給の木質バイオマ 

ス発電施設の整備にも取り組むことにより、化石燃料からの転換を図るとともに、エネル 

ギーの地産地消を積極的に進めていきます。 

こうした取組を通して森林整備が促進され、雇用の創出や化石燃料の購入に必要な資金

が地域に還元されるなど、地域の活性化にも寄与する取組に繋げていきます。（図―９） 
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（図‐９）木質バイオマスのエネルギー利用（イメージ図） 

（２）再生可能エネルギーを活用して得られた利益の地域への還流 

平成２３年３月に「高知県新エネルギービジョン」を策定し、全国でも優位にある森林資 

源や日照条件といった地域資源を活用して再生可能エネルギーの導入を進めています。 

平成２４年７月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」 

が施行され、固定価格買取制度が開始されたことを受け、平成２４年度から県と地元市町村 

が県内企業などと共同で発電事業会社を設立し、売電により得られる利益を最大限地域に還 

流する「こうち型地域還流再エネ事業」を実施しています。（図―１０、表―３） 

現在、６市町村７カ所において、合計約１０ＭＷの発電出力の太陽光発電事業を実施して 

おり、売電開始後、２０年間で得られる利益（配当収入）を活用し、再生可能エネルギーの 

導入促進などの地域の取組に役立てていきます。 
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（図‐１０）こうち型地域還流再エネ事業のスキーム 

県内
民間企業等

１／３以上、県
市合計未満

市町村
１／３

県
１／３

①県が、市町村と
調整し 候補地を
選定

②県と市町村が
協定を締結
（プロポーザル実施、
共同出資等）

③県が事業主体
（出資による参画
及び運営主体）を
プロポーザル公募

④審査会を経て県内
民間企業を決定

出資のほか、
各種

下請けとして
の参画

⑤県、市町村、
民間企業が
協定を締結

発電事業
主体

地域団体
地域企業

地域
金融機関

共同
出資

融資

運営主体
（管理委託）

収益
配当

配当は地域サー
ビスに活用

（表‐３）こうち型地域還流再エネ事業の事業概要 

所在地 安芸市 土佐町 佐川町 黒潮町 日高村 土佐清水市 

出力規模 約 4.5MW 約 1.2MW 約 1.3MW 約 0.5MW 約 1.4MW 
約 1.2MW 

※2カ所 

想定年間発電量

（一般家庭消費量) 

540万 kWh 

約 1500世帯分 

128万 kWh 

約 350世帯分 

142万 kWh 

約 400世帯分 

67万 kWh 

約 180世帯分 

147万 kWh 

約 410世帯分 

125万 kWh 

約 350世帯分 

発電開始年月 H26年 11月 H27年 4月 H26年 10月 H26年 10月 H27年 1月 
H27年 4月 

H27年 5月 

（３）再生可能エネルギーを活用した地域でのエネルギーの地産地消 

 固定価格買取制度が開始され、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が進み、発電

出力が増加したことから、系統への連系が制限される地域が増えてきています。こうしたこ

とから、固定価格買取制度ではなく、地域で創出する再生可能エネルギーをできる限り地域

で消費する地産地消の仕組みづくりを調査研究しています。 

エネルギーを地産地消することにより、これまで県外へ流出していたエネルギーコストを

地域内で循環させ、地域に利益をもたらす仕組みとするとともに、地震などの災害時に電気

事業者からの送配電が停止しても、地域で発電していることで電力を供給することができる

災害に強い地域づくりなどの付加価値をつけた事業として市町村等と連携して取り組んでい

ます。 
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（４）省エネ住宅の推進 

住宅の省エネルギー化を進めることは、結露やヒートショックの防止効果のある高断熱住 

宅の普及が進むことになり、快適で健康的な住宅の普及にもつながります。 

県では、調湿性に優れ、癒し効果もあると言われている木材と、地域の環境に適応した自 

然素材である土佐漆喰、土佐和紙などの地場産材を省エネ住宅の建材として活用することを 

前提に、人にも地球にも優しい省エネ住宅を「こうち健康・省エネ住宅」として、その普及 

に取り組んでいます。 

こうち健康・省エネ住宅の供給促進は、安全で安心な省エネ住宅の供給に加え、環境ビジ 

ネスの一つとして地域産業の発展にもつながるものであり、今後もこの取組を積極的に進め

ていきます。 

（５）滞在型観光、体験型観光の推進 

県内の豊かな自然環境・景観は魅力にあふれており、四季を通じて県内外から多くの方が

山・川・里・海を訪れています。 

県では、観光に訪れる方々が本県の自然環境・景観に触れる機会を増やしていくことによ

り、体験を通じた環境への意識向上、本県各地の魅力を感じてもらうことを目的として、グ

リーン・ツーリズム、エコツーリズムを推進しています。 

また、豊かな自然を活かしたアウトドアの拠点など、全国から誘客できる観光拠点の整備

や地域の事業者間連携の促進による観光客の周遊の仕組みづくりなどに取り組み、農山漁村

等の新たな振興や地域への経済効果の拡大につなげていきます。（写真－１０） 

（写真‐１０）ゆとりすとパークおおとよ 

（６）環境保全型農業の推進 

本県の自然環境や農村環境の保全、消費者の安全・安心志向に応えることは、農業生産現 

場において重要な課題です。 
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そのため、県では環境保全型農業を推進し、農業が持つ循環機能を活かして、家畜糞尿な

どの堆肥化による循環利用の推進や、天敵等を利用したＩＰＭ（Integrated Pest Manage 

ment）技術による化学農薬の低減など、環境と調和した持続可能な農業生産の取組を進めて

いきます。 

（７）リサイクル産業の振興 

   県では、廃棄物などの循環資源を利用した県内リサイクル製品の認定制度を実施し、認定 

したリサイクル製品を県のホームページで紹介するなど、リサイクル製品の普及とリサイク 

ル事業者の育成に努めていますが、リサイクル製品は、品種が限られること、価格が相対的 

に割高であることなど課題も多く、広く普及するまでには至っていません。（図―１１） 

   環境負荷の低減に資する物品、役務の調達は、「グリーン購入法（国等による環境物品等の 

調達の推進等に関する法律）」により、その推進が求められていることから、今後も、サービ 

スの購入に際して、環境配慮の価値が正しく評価される社会の仕組みが構築される必要があ 

り、市町村や事業者、そして県民に対して、情報提供と普及啓発を一層推進していきます。 

   また、県内のリサイクル関係事業者に対して、環境への負荷の少ない製品やサービスが豊 

富にかつ安価に提供できる技術やシステムづくりへの支援など、環境ビジネスにつながって 

いくような取組を進めていきます。 

（図‐１１）高知県リサイクル製品等認定制度の概要 

事業者 

リサイクル製品 
県内で製造された

リサイクル製品

環境配慮型事業所 
環境負荷低減に優れた

成果・効果を上げた取組

高知県 

・ＨＰ、パンフレットでの広報
・県、市町村での利用推進
・四国４県での相互推奨など

①申請 ④認定

②審査依頼 ③審査結果

高知県リサイクル

製品等認定審査会 

審査会 ⑤普及促進

エコショップ 
循環型社会の形成

に貢献している店舗

サイクル製品
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 ５ 環境を守り育てる人材の育成 

 本県の豊かな自然環境を次世代に引き継いでいくためには、県民一人ひとりが環境問題につ

いて理解を深め、自発的に環境に配慮した生活や活動に取り組むことが必要です。 

そのためには、学校、家庭、地域、企業、行政等が連携・協働しながら、環境学習や環境保

全活動を推進することが重要であり、環境学習の機会や場の充実、地域における環境学習の指

導的役割を担う人材の育成及び適切な情報提供に取り組みます。 

（１）幼少期・青少年期における環境教育の充実 

幼少期から青少年期までは、人の成長において最も大切な時期です。その時期に子どもた

ちが自然や身近な地域の中での様々な体験活動を通じ、豊かな感受性や生命を尊重する心、

環境に対する関心を培うことが将来の様々な活動において、環境に配慮した活動につながる

ことから、子どもたちの発達段階に応じた環境教育の総合的な取組を進めます。 

① 幼少期における環境教育の取組

幼少期における親子の「森あそび」を中心とした様々な自然体験活動での参加を呼びか

けるための情報提供を行います。 

② 青少年期における環境教育の取組

小中学校及び高等学校における各教科や総合的な学習の時間などを活用し、社会や理科

など各教科の特質や地域の状況等に応じた環境教育への取組に努めるとともに、小中学校

においては各学校で策定する教育計画へ環境教育を位置付けていくよう努めます。 

 また、児童・生徒が環境について考える機会となる「環境絵日記コンテスト」やクール

ビズ・ウォームビズポスターのデザイン募集に学校が参加するなど、環境に対する意識を

高める取組を進めます。（写真－１１） 

（写真‐１１）環境絵日記コンテスト表彰式の写真 
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（２）地域における環境学習の支援 

 地域における環境学習の推進を図るため、森林保全ボランティア、地球温暖化防止活動推

進員、省エネマイスターなど目的に沿った環境学習講師の紹介を行うほか、「こどもエコクラ

ブ」など地域での自主的な環境学習を支援します。（写真－１２） 

また、企業、学校、環境関連施設などとの連携を図り、あらゆる分野からの環境学習の講

師を開拓するとともに、環境保全への理解と関心を深めるための「体験型学習イベント」の

開催をはじめ、様々な機会をとらえて多様な場での環境学習を推進し、県民の環境保全意識

の高揚に努めます。 

さらに、子どもたちの生活する身近な環境で、豊かな体験活動を提供できる指導者を地域

の青少年育成団体や小・中学校等に派遣し、子どもの体験活動の機会を増やします。 

（写真‐１２）エコクラブ交流会の様子 

（３）学校や地域との協働による環境保全活動の促進 

身近な環境の保全には、地域社会の活力や地域住民の絆を一層強化し、地域コミュニティ

が大きな役割を果たすことが重要であるため、多様な主体が緊密に連携・協働しながら環境

保全活動への参加率を高め、取組の輪を広げます。 

   また、地域の住民と行政が連携・協働し、道路や河川、海岸、公園等の環境美化活動を推 

進するとともに、ＮＰＯ等の環境団体、企業、学校、地域など様々な主体による環境保全活 

動の促進や支援に努めます。 

   さらに、協働の森づくり、川づくり、海づくり事業などに取り組んでいる企業のＣＳＲ活 

動を促進するとともに、学校や地域との交流を図り、森林保全ボランティア活動をはじめと 

する環境活動の支援に努めます。 
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（４）環境学習を推進するための人材育成 

    環境教育の担い手となる教職員の育成、授業に活用する環境副読本や教材などの充実を図

り、教育現場への普及に努めるとともに、地域で活動する森林保全ボランティア、地球温暖

化防止活動推進員、省エネマイスター、環境教育リーダーなどの環境学習講師の資質の向上

や人材の育成、生涯学習活動を担う地域での人材発掘を図ります。 

地球温暖化対策については、地域において、地球温暖化防止活動推進員の活動を牽引する 

リーダーとなる「スーパー推進員」を養成することにより、地球温暖化防止活動の一層の活

性化と活動のレベルアップを図ります。 

効果的な環境学習を提供するにあたり、自然体験活動や環境学習の企画・運営・評価、連

絡調整を行う指導者の養成講座を実施します。 

また、平成 26 年度から動きだした「生物多様性こうち戦略」の普及・推進活動を行う人

材の中から、生物多様性の保全につながる活動を継続的に行っている方に「生物多様性こう

ち戦略推進リーダー」へ登録いただき、こうち戦略の PR だけでなく、他の団体との連携を

進めていくことにより、互いの活動の広がりにつなげ、こうち戦略の認知度を高める取組を

支援していきます。 

（５）環境学習や環境保全活動に関する普及啓発や情報提供 

県民が環境学習や環境保全活動に参加しやすいように機会を提供するとともに、より利用

しやすい学習プログラムの開発を行い、県内の環境活動の活発化を図ります。 

① 環境活動の情報提供・情報共有

県内の環境活動に関する情報をメールマガジンや県などのホームページ、その他多様な 

媒体を活用して発信するほか、ＮＰＯ等の環境団体の活動発表や交流の場を設けるととも

に、県内の環境学習施設の連携や情報共有を図ります。 

また、ＮＰＯ等の環境団体や企業等による「高知自然学校連絡会」のネットワークを活

用し、それぞれの個性や特徴を生かした、魅力ある自然体験活動や環境学習の機会を提供

します。 

② 家庭における環境配慮行動の取組

  家庭での省エネの普及に向けた環境家計簿の取組や店頭でのレジ袋削減に向けたマイバ

ッグ運動の推進など、消費生活に関わる物品やサービスに関する情報提供や導入支援を実

施します。（写真－１３） 
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③ 環境情報の提供

 環境に関する取組や環境保全活動の重要性について、市町村や県民、企業などと連携し

ながら、環境白書や県ホームページ、各種刊行物などの媒体やイベントなどを通じて、広

く県民に周知を図ります。 

④ 事業者による環境配慮型経営の取組

 事業所から排出される CO2を削減するためには、事業者自らが消費するエネルギー量 

を把握し、計画的に省エネに取り組む必要があります。そうした環境に配慮した経営（環

境配慮型経営）に取り組む事業者を増やしていくため、エコアクション２１の普及啓発に

取り組みます。（写真―１４） 

（写真‐１３）マイバッグキャンペーンの様子  （写真‐１４）エコアクション２１基礎セミナーのチラシ 

（６）都市と農山漁村との交流を進める中での人材確保 

過疎化、高齢化が進行する中山間地域において、里地里山など豊かな自然環境を保全して 

いくためには、地域住民だけでなく、都市部などの地域外の人材を積極的に活用することが

必要です。 

 そのため、滞在型観光や体験型観光などを通して、都市部の人と中山間地域の方々との積 

極的な交流を進めるとともに、ＵＩターンによる移住を促進するなどにより都市部の人を中 

山間地域に呼び込み、こうした人たちに地域の住民と一緒になって環境保全活動に参加して 

もらえるよう取り組んでいきます。 
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○各分野における達成度の指標

   本計画の効果的な推進のため、2020 年（平成 32 年）度までの 5 カ年で目指す各分野の 

達成度の指標を定量的に掲げ、達成状況の把握及び評価を行います。 

１ 地球温暖化への対策 

【環境指標（内容）】 

■県内の温室効果ガスの排出量を基準年（1990 年）比で 31％削減を達成します。

※この指標は、平成 28 年度中に見直すこととしています。 

■新エネルギーによる県内電力自給率を 21.2％とします。

参考：県内の温室効果ガスについては、基準年の 1990 年（Ｈ2 年）から 2020 年（Ｈ32 年）

までに、温室効果ガスの排出量が 5.５％減少することが見込まれており、削減目標の 31％

から減少分を除いた 25.5％を削減する必要がある。 

このうち、16％を森林整備による森林吸収源対策で、残りの 9.５％を県民や事業者による

排出削減対策により、削減目標を達成する。 

Ｈ２６県内電力自給率 11.8% 

２ 循環型社会への取組 

【環境指標（内容）】 

■県民一人当たり家庭から排出されるゴミ（一般廃棄物）排出量を一日 5３７ｇ以下に削減

します。

■産業廃棄物の再生利用量の割合を６５．２％に維持します。

参考：H2６一人当たり家庭ゴミ排出量５９２ｇ、H2６産業廃棄物再生利用量の割合６５．２％ 

３ 自然環境を守る取組 

【環境指標（内容）】 

■県内民有林の５ヶ年間（平成 2５～平成 2９）の間伐面積を合計３９,000ｈａとします。

※指標の目標年度は高知県緊急間伐推進計画に基づく平成２９年度です。 

■公共土木工事の木材利用量を工事費１億円当たり 12㎥とします。

※指標の目標は県産材利用推進に向けた行動計画に基づくものです。 

■公共用水域における水質汚濁（ＢＯＤ・ＣＯＤのみ）に係る環境基準達成率を 93％以上

とします。

■地下水概況調査における水質汚濁に係る環境基準達成率を１００％とします。

 ※指標の目標年度は、平成２７年度から平成３１年度までとします。 

■特定鳥獣の年間捕獲目標をニホンジカ 30,000 頭、イノシシ 20,000 頭とします。

参考：H2５～H２６の２年間計 県内民有林の間伐面積 1１,２８７ｈａ 

H２２～Ｈ2６平均 公共用水域の環境基準達成率 9２.５％ 

Ｈ２２～Ｈ２６平均 地下水概況調査における水質汚濁に係る環境基準達成率１００％ 

H26 ニホンジカ捕獲頭数 21,124 頭、イノシシ捕獲頭数 16,434 頭 
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４ 環境ビジネスの振興 

【環境指標（内容）】 

■協働の森づくり事業によるパートナーズ協定締結件数（新規・更新）を増加させ、締結

市町村を全市町村に広げます。

■J-VER 制度により創出した CO2排出削減・吸収クレジット（平成 2６年度末現在の

県保有量１３,６３９ｔ－CO2）について、平成 33 年 3 月までに、カーボン・オフ

セットなど地球温暖化対策に活用します。

■木質バイオマスの年間利用量を５７万３千トンとします。

※指標の目標年度は第３期高知県産業振興計画に基づく 2019 年（平成３１年）度です。

■環境保全型農業を推進し、以下の目標を達成します。

病害版ＩＰＭ導入品目数６品目 

施設キュウリでの天敵導入面積率６０％ 

施設カンキツ類での天敵導入面積率 2０％ 

生産販売に共に取り組む有機農業者グループ数５グループ 

グローバル GAP 認証取得経営体数５経営体 

園芸用Ａ重油使用量 50,000ｋｌ 

※指標の目標年度は高知県産業振興計画に基づく平成３１年度です。 

■リサイクル製品等認定制度によるリサイクル製品を１００件以上、環境配慮型事業所

（エコショップを含む）の認定数を２０件以上とします。

参考：H2７協働の森パートナーズ協定締結市町村数 2５市町村（協定中２３市町村） 

H2６削減クレジット発行量２０,２５７t- CO2（うち販売量８，７９２t- CO2、２０２件） 

H2６吸収クレジット発行量２,２３７t- CO2（うち販売量６３t- CO2、１７件） 

H2６木質バイオマスの年間利用量３５万 6 千トン 

H2６ＩＰＭ導入品目数３品目（ピーマン、シシトウ、オオバ） 

H2６施設キュウリでの天敵導入面積率２４％ 

H2６施設カンキツでの天敵導入面積率６％ 

H2６生産販売に共に取り組む有機農業者グループ数０グループ 

H2６グローバル GAP 認証取得経営体数１経営体 

H2６園芸用Ａ重油使用量 5４,000ｋｌ 

H2６県リサイクル認定製品８２件、環境配慮型事業所認定数 1７件、エコショップ認定数 1 件 

５ 環境を守り育てる人材の育成 

【環境指標（内容）】 

＜指導者の育成＞ 

■地球温暖化防止活動推進員のリーダーとなる「スーパー推進員」を１５人以上養成します。

■環境学習推進に必要な自然体験上級指導者（ＮＥＡＬインストラクター）の講習会を実施

します。（受講者数延べ１６０人）

■生物多様性こうち戦略を推進するにあたって、平成 30 年までに「生物多様性こうち戦

略推進リーダー」登録者を５０人とします。

＜指導者の活用＞ 

■子どもの体験活動の機会を増やすため、身近な環境で、豊かな体験活動を提供できる指導

者を地域の青少年育成団体や小・中学校等に派遣します。（１０団体/年）
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＜県民意識の向上＞ 

■講師の派遣・紹介等による環境学習の受講者数を１，８００人以上とします。

＜環境活動を行うボランティア参加者＞ 

■こうち山の日県民参加支援事業の参加者数を３７５人とします。

■県民一斉美化活動の参加者数を３，０００人以上とします。

参考：H27 こうち山の日県民参加支援事業の参加者１３７人 

Ｈ26 県民一斉美化活動の参加者数２，８９１人 

＊本計画の計画期間内（5 年間）において、目標年度を迎えた環境指標及び目標を達成した環

境指標については、適宜見直すとともに、現在の環境指標についても、本計画に基づく施策に

よって改善された達成度を評価できるよう検討を行います。 
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 第５章 計画の推進

 本計画の着実な推進を図るため、各主体の役割及び計画推進のための基本的な考え方を明確

にした上で、進行管理の体制及び手順を示します。 

また、計画の全体像及び計画に基づく施策や事業について体系的に整理し、進捗の管理を行

います。 

 １ 計画の推進体制 

（１）各主体の役割 

① 県の役割

各主体が自主的・積極的に環境に配慮した行動を実行できるよう、取組の方向性を明ら 

かにするとともに、制度や仕組みの整備、人材の育成、関連情報の提供、効果的な普及啓

発等を推進します。 

また、自らが事業者として、環境の保全と創造に関する取組を率先して実行します。 

② 市町村の役割

 地域の社会的及び環境的な特性を熟知している市町村は、地域に密着した環境づくりを 

進めるための重要な役割を担っていることから、市町村は、県に準じた施策やその他独自 

の施策を自主的・積極的に展開することが期待されます。 

③ 事業者の役割

 今日では通常の事業活動に起因する環境への負荷が増大しており、資源の採取、生産、 

流通、加工、販売など、様々な事業活動に際して、公害防止はもとより、環境への負荷の 

低減を自主的に進めるなどの環境への配慮が必要です。 

このため、CSR の重要性や地域の構成員としての役割を認識し、その能力を活かした積 

極的な環境保全活動が期待されます。 

一方、環境保全に関する事業活動の展開は、本県の豊かな環境の保全と創造を図るとと 
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もに、地域資源を活かした産業振興に寄与するという点で重要であり、積極的な取組が期 

待されます。 

④ 県民の役割

 今日、県民の日常生活に起因する環境への負荷が増大しており、このことはゴミ問題や 

地球温暖化問題と深く関わりがあります。 

このため、県民には、人と環境との関わりについての理解を深め、日常生活に起因する 

環境への負荷の低減や、身近な環境をより良いものにしていくための行動に、一人ひとり

ができる範囲で、実行していくことが期待されます。 

⑤ ＮＰＯの役割

環境保全に関するＮＰＯの持つ豊かな知識・経験が活かされ、さらには次世代を担う子 

どもへ広がるなど、あらゆる人々への取組の展開が地域で期待されており、その活動は大

変重要となっています。 

また、ＮＰＯには、公益的な視点からの県民への啓発活動や、地域の環境活動への自主

的な参加や、専門的知識を活かし、事業者、県、市町村など各主体との協働による取組が

期待されます。 

そして、その能力を活かし、行政その他の各主体への提言を行うことも期待されます。 

（２）推進体制の整備、各主体との連携・協力 

本計画を推進するため、庁内においては横断的な検討組織の活用による情報の共有を図る

とともに、課題解決のための体制づくりに取り組みます。 

また、県民やＮＰＯ、事業者等が取組に主体的に参加・参画し、連携・協働した取組を推

進します。（図－１２） 

（３）財政上の措置 

県は、この計画に掲げた各種の施策を着実に実施するため、本計画の推進状況等を勘案し

つつ、重点的に必要な財源の確保に努めます。 
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なお、財源については、予算化や税制、国等の補助事業の他、省エネルギーの提案、施設

の提供など包括的なサービスを提供するＥＳＣＯ事業など民間事業の活用、また、企業の社

会貢献活動による環境保全事業などにより実施に努めます。 

（図‐１２）環境基本計画の推進体制 

 ２ 計画の進行管理 

（１）進捗状況の点検 

計画の各分野の施策や取組には、主要なものについては定量的な指標を与え、毎年その達

成度を点検するほか、その他の事業についても、取組結果を定性的にとりまとめ、計画の進

捗状況を点検します。 

進行の点検は、ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき、計画の策定（Plan）、県の事業や取

組等の実施及び運用（Do）、取組の実施状況等の点検及び評価（Check）、事業内容等の見

直し（Action）という一連の手続きに沿って実施します。 
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（２）計画の内容の見直し 

計画の進行状況の点検及び評価結果を踏まえ、必要に応じて個別の施策等の見直しや新規

事業の検討を行います。 

（３）評価及び公表 

計画の点検及び評価結果は、高知県環境審議会に報告し、意見及び助言を受けながらとり

まとめ、毎年度、高知県環境白書により県民に公表します。 

（４）計画の普及啓発 

計画の推進を図るためには、社会を構成する全ての主体の参加と協働を得ることが必要で

あることから、本計画を分かりやすい内容にすることや、いつでも入手できるよう、普及・

啓発資材の作成・配布、県ホームページ等の多様な広報媒体の活用により、より一層の周知

を図ります。 
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多

様

な

主

体

の

参

画

と

協

働

 1  事業体系表 

○地球温暖化への対策

基本コンセプト

計画期間 Ｈ２８年度～Ｈ３２年度（５年間）

戦略に基づく施策・事業目指すべき将来像（２０２５年）

■地球温暖化対策が進んだ

低炭素社会

・県民が、日常生活や事業活動にお

いて、省エネルギー行動や地球環

境への配慮活動を進んで実践

 ・県民が自発的、積極的に公共交通 
機関を利用し、環境負荷の少ない 

  まちづくりが進んでいる
・ＣＯ２吸収源として、適切で計画

的な森林の整備・管理が行われて

いる

・地域特性に応じて木質バイオマス

や太陽光などの再生可能エネルギ

ーが導入され、効率的に利用する

地産地消が進んでいる

・地球温暖化に対する適応策への取

組が始まる

■環境への負荷の少ない

循環型社会

・環境にできるだけ負荷をかけないラ

イフスタイルが定着している

・企業において、廃棄物の発生抑制や

リサイクルへの取組が活発に展開さ

れている

・県民、事業者、ＮＰＯ、行政等の多

様な主体による環境保全活動が推進

されている

■自然環境の保全が図られた

自然共生社会

・県民が、自然と共生した暮らしの実

現に向けて、様々な努力や協力をす

るようになることにより、将来にわ

たり本県の自然環境・生物多様性の

保全が適切に維持される 

「低炭素社会」「循環型社会」「自然共生

社会」の３つの社会を実現

・多様な主体が協働して本県の恵み豊かな
環境を保全

・地域の自然資源を活かした産業振興

・都市と農山漁村との交流者やＵＩターン者などの地域

外の人材を活用

・幼少期・青少年期における環境教育の充実

・県民の環境活動への支援や環境保全活動団体とのネッ

トワークづくり

・多くの県民に環境学習や環境活動に触れる機会を提供

し、環境問題について積極的に情報発信を行うことで

県民の環境活動が活発化するための基盤づくりを行う

・本県の強みである恵み豊かな自然資源を活かした環境

ビジネスの創出・拡大

・再生可能エネルギーの活用

・魅力ある自然を活かした体験型、滞在型観光の推進

・民間資金を積極的に導入して「Ｊ―クレジット制度」

等の事業を拡大

・ＣＬＴの普及拡大等により木材利用を促進することで

関連産業を育成

・リサイクル産業の振興

取組の戦略

③第三次計画以降の新たな

視点

①基本計画の位置付け

⑤施策の重点化

⑥ フォローアップ体制の強化

・高知県の環境の保全及び創

造に関する総合的な計画と

して基本的な方向性を示す

・地球温暖化対策や自然環境

保全等の関連する個別計画

等の上位計画

・生物多様性こうち戦略の取組

の推進

・再生可能エネルギーを活かし 
た地域の活性化 

・明確な方向性

・的を絞った施策の展開

・ サイクルによる計画の

進行管理

・多様な主体が、それぞれの役割の中で、地球温暖化防止

に向けた取組を積極的に推進

・森林吸収源対策の推進や再生可能エネルギーの有効活用

・ 環境学習を推進するための人材育成

・リサイクル製品や環境配慮型事業所の認定

・再生可能エネルギー導入への支援

・再生可能エネルギーを活用した地域でのエネルギーの地産地消

○環境ビジネスの振興

○環境を守り育てる人材の育成

（分野ごとの取組）

・都市のコンパクト化と公共交通ネットワークの形成

・ 都市と農山漁村との交流を進める中での人材確保

・学校や地域との協働による環境保全活動の促進

○循環型社会への取組

・廃棄物（一般廃棄物、産業廃棄物）の適正処理

・ゴミの３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の

推進

・ゴミを資源として有効活用

○３Ｒの推進

○ゴミの適正

処理や不法

投棄対策
・ゴミの適正処理

・ゴミの３Ｒの推進

・廃棄物の有効活用

（分野横断的な取組）

○自然環境を守る取組

・森林整備や木材利用の促進

・清流の保全○清流の保全と

振興

・希少野生動植物の保全

・森林環境の整備

・公共工事等での環境配慮

・外来生物による被害防止

・漁場環境の保全

・生物多様性こうち戦略の取組の推進

・流域が一体となった清流の保全と振興

・高知県協働の森ＣＯ２吸収認証制度及びＪ―クレジット制度の活用

○森林環境の

整備や環境

負荷の軽減

・公共用水域や大気などの生活環境の保全（環境監視・情報提供）

・野生鳥獣の保護・管理

・森林吸収源対策と木材利用の促進

○生態系・希少

動植物の保全

○人材育成の

基盤づくり

・省エネ住宅の推進

・四万十川の保全と流域の振興

分野ごとの取組（分野横断的な取組）

○生活環境の

保全
・快適な生活環境の確保

基本的な考え方

多様な主体が協働して本県

の恵み豊かな環境を保全する

とともに、地域の自然資源を活

かした産業振興を目指す

■３つの社会の実現に向けた

環境ビジネスの振興

■３つの社会を支える環境を

守り育てる人材の育成

・再生可能エネルギーを活用して得られた利益の地域への還流

【・再生可能エネルギーを活用した地域でのエネルギーの地産地消】

・地域の未利用森林資源を有効活用した取組の推進

○県民運動に

よる温暖化

防止や公共

交通利用の

促進等

○森林吸収源
対策や再生

可能エネル

ギーの有効利用

○多様な分野で

の環境ビジネ

スの振興

○環境配慮型

製品やサー

ビスの普及

○多様な人材の

活用

・ 地域における環境学習の支援

・多様な広報媒体の活用による

計画の普及啓発

④計画期間

・平成２８年度から平成３２年度

までの５年間

②計画の対象分野

・地球温暖化への対策

・循環型社会への取組

・自然環境を守る取組

・環境ビジネスの振興

・環境を守り育てる人材の育成

・高知県地球温暖化防止県民会議の活用（県民運動による温暖化防止の取組の拡大）

・木材利用の使途拡大による県 
 産材の利用促進 

・公共交通機関の利用促進によるＣＯ２の削減

・木質バイオマスの利用により発生する燃焼灰の有効活用

・県民一斉美化活動

・県民との協働による不法投棄の防止活動

・海岸・海洋環境の保全

・自然公園の適正利用と施設整備

・ＣＬＴ等による県産材の利用促進

【・省エネ住宅の推進】

・滞在型観光、体験型観光の推進

・環境保全型農業の推進

・市町村や事業者へのグリーン購入の普及

・ 環境学習や環境保全活動に関する普及啓発や情報提供

・環境白書での進捗状況の公表

【 】つき事業・・・再掲施策・事業
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協

働

 1  事業体系表 

○地球温暖化への対策

基本コンセプト

計画期間 Ｈ２８年度～Ｈ３２年度（５年間）

戦略に基づく施策・事業目指すべき将来像（２０２５年）

■地球温暖化対策が進んだ

低炭素社会

・県民が、日常生活や事業活動にお

いて、省エネルギー行動や地球環

境への配慮活動を進んで実践

 ・県民が自発的、積極的に公共交通 
機関を利用し、環境負荷の少ない 

  まちづくりが進んでいる
・ＣＯ２吸収源として、適切で計画

的な森林の整備・管理が行われて

いる

・地域特性に応じて木質バイオマス

や太陽光などの再生可能エネルギ

ーが導入され、効率的に利用する

地産地消が進んでいる

・地球温暖化に対する適応策への取

組が始まる

■環境への負荷の少ない

循環型社会

・環境にできるだけ負荷をかけないラ

イフスタイルが定着している

・企業において、廃棄物の発生抑制や

リサイクルへの取組が活発に展開さ

れている

・県民、事業者、ＮＰＯ、行政等の多

様な主体による環境保全活動が推進

されている

■自然環境の保全が図られた

自然共生社会

・県民が、自然と共生した暮らしの実
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・明確な方向性

・的を絞った施策の展開

・ サイクルによる計画の

進行管理

・多様な主体が、それぞれの役割の中で、地球温暖化防止

に向けた取組を積極的に推進

・森林吸収源対策の推進や再生可能エネルギーの有効活用

・ 環境学習を推進するための人材育成

・リサイクル製品や環境配慮型事業所の認定

・再生可能エネルギー導入への支援

・再生可能エネルギーを活用した地域でのエネルギーの地産地消

○環境ビジネスの振興

○環境を守り育てる人材の育成

（分野ごとの取組）

・都市のコンパクト化と公共交通ネットワークの形成

・ 都市と農山漁村との交流を進める中での人材確保

・学校や地域との協働による環境保全活動の促進

○循環型社会への取組

・廃棄物（一般廃棄物、産業廃棄物）の適正処理

・ゴミの３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の

推進

・ゴミを資源として有効活用

○３Ｒの推進

○ゴミの適正

処理や不法

投棄対策
・ゴミの適正処理

・ゴミの３Ｒの推進

・廃棄物の有効活用

（分野横断的な取組）

○自然環境を守る取組

・森林整備や木材利用の促進

・清流の保全○清流の保全と

振興

・希少野生動植物の保全

・森林環境の整備

・公共工事等での環境配慮

・外来生物による被害防止

・漁場環境の保全

・生物多様性こうち戦略の取組の推進

・流域が一体となった清流の保全と振興

・高知県協働の森ＣＯ２吸収認証制度及びＪ―クレジット制度の活用

○森林環境の

整備や環境

負荷の軽減

・公共用水域や大気などの生活環境の保全（環境監視・情報提供）

・野生鳥獣の保護・管理

・森林吸収源対策と木材利用の促進

○生態系・希少

動植物の保全

○人材育成の

基盤づくり

・省エネ住宅の推進

・四万十川の保全と流域の振興

分野ごとの取組（分野横断的な取組）

○生活環境の

保全
・快適な生活環境の確保

基本的な考え方

多様な主体が協働して本県

の恵み豊かな環境を保全する

とともに、地域の自然資源を活

かした産業振興を目指す

■３つの社会の実現に向けた

環境ビジネスの振興

■３つの社会を支える環境を

守り育てる人材の育成

・再生可能エネルギーを活用して得られた利益の地域への還流

【・再生可能エネルギーを活用した地域でのエネルギーの地産地消】

・地域の未利用森林資源を有効活用した取組の推進

○県民運動に

よる温暖化

防止や公共

交通利用の

促進等

○森林吸収源
対策や再生

可能エネル

ギーの有効利用

○多様な分野で

の環境ビジネ

スの振興

○環境配慮型

製品やサー

ビスの普及

○多様な人材の

活用

・ 地域における環境学習の支援

・多様な広報媒体の活用による

計画の普及啓発

④計画期間

・平成２８年度から平成３２年度

までの５年間

②計画の対象分野

・地球温暖化への対策

・循環型社会への取組

・自然環境を守る取組

・環境ビジネスの振興

・環境を守り育てる人材の育成

・高知県地球温暖化防止県民会議の活用（県民運動による温暖化防止の取組の拡大）

・木材利用の使途拡大による県 
 産材の利用促進 

・公共交通機関の利用促進によるＣＯ２の削減

・木質バイオマスの利用により発生する燃焼灰の有効活用

・県民一斉美化活動

・県民との協働による不法投棄の防止活動

・海岸・海洋環境の保全

・自然公園の適正利用と施設整備

・ＣＬＴ等による県産材の利用促進

【・省エネ住宅の推進】

・滞在型観光、体験型観光の推進

・環境保全型農業の推進

・市町村や事業者へのグリーン購入の普及

・ 環境学習や環境保全活動に関する普及啓発や情報提供

・環境白書での進捗状況の公表

【 】つき事業・・・再掲施策・事業
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低炭素社会
づくり

県 民 県・市町村事 業 者

２ 実施主体ごとの主な役割

循環型社会
づくり

自然共生社会
づくり

○高知県地球温暖化防止県民
会議への参加
○公共交通機関の利用拡大
○森林整備活動への参加
○県産材の積極的な利活用
○家庭での省エネの取組
○再生可能エネルギーの利用

など

○家庭での３Ｒの取組
○不法投棄の防止や美化活動
への参加
○地域における環境学習への
参加
○生活環境の改善やライフス
タイルの見直し（分別収集、
再生利用、レジ袋等容器包
装ゴミの削減）

など

○森林整備活動への参加
○県産材の積極的な利活用
○環境保全活動への参加
○清流の保全
○自然公園の利用
○地域における環境学習への
参加

など

□高知県地球温暖化防止県
民会議の運営
□公共交通機関の普及促
進・有効活用
□森林整備活動の推進
□県産材の利用促進
□環境マネジメントシステ
ムの取組支援
□再生可能エネルギーの導
入支援

など

□各種リサイクル法等に基
づく３Ｒの推進（グリー
ン購入を含む）
□廃棄物の適正処理の指導
□環境教育・環境学習の推
進
□リサイクル製品や環境配
慮型事業所の認定制度の
実施
□不法投棄防止や美化活動
の普及啓発

など

□計画的な森林整備の推進
□県産材の利用促進
□公共工事での環境配慮
□清流の保全と流域の振興
□大気等の生活環境の保全
□希少野生動植物の保全
□外来生物による被害防止
□野生鳥獣の保護・管理
□漁場環境の保全
□海岸・海洋環境の保全
□自然公園の整備・管理
□環境教育・環境学習の推
進

など

◇高知県地球温暖化防止県民
会議への参加
◇公共交通機関の利用拡大
◇森林整備活動の実施
◇県産材の積極的な利活用
◇環境マネジメントシステム
の導入促進
◇再生可能エネルギーの導入
◇オフセット・クレジット制
度の活用

など

◇３Ｒに関する取組（技術開
発やグリーン購入等を含
む）
◇廃棄物の適正処理の推進
◇不法投棄の防止や美化活動
への参加・協働
◇環境教育・環境学習の実施
や参加・協働
◇リサイクル製品や環境配慮
型事業所の拡大

など

◇森林整備活動の実施
◇県産材の積極的な利活用
◇環境保全活動への参加
◇生活環境保全の取組
◇環境教育・環境学習の実施
や参加

など

低炭素社会
づくり

県 民 県・市町村事 業 者

２ 実施主体ごとの主な役割
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達
成

が
困

難
 

・
県

民
会

議
に

よ
る

県
民

運
動

と
し

て
の

温
暖

化
対

策
の

推
進

 
・
ク

ー
ル

ビ
ズ

、
ウ

ォ
ー

ム
ビ

ズ
、

ラ
イ

ト
ダ

ウ
ン

キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

等
の

エ
コ

オ

フ
ィ

ス
 活

動
の

普
及

促
進

 
・
電

力
需

要
の

大
き

い
夏

場
の

節
電

の
取

組
 

県
内

の
電

気
使

用
量

 
Ｈ

２
３

年
８

月
：
４

２
７

百
万

ｋ
Ｗ

ｈ
→

Ｈ
２

７
年

８
月

：
３

９
５

百
万

ｋ
Ｗ

ｈ
 

な
ど

、
様

々
な

取
組

を
実

施
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Ｂ
Ｏ

Ｄ
（
河

川
）
及

び
Ｃ

Ｏ
Ｄ

（
湖

沼
・
海

域
）
の

全
域

９
０

％
（
Ｈ

２
１

）
９

３
％

以
上

（
Ｈ

２
７

）
９

５
．

２
％

(H
２

６
）

Ｂ
Ｏ

Ｄ
（
河

川
）

９
１

．
８

％
（
Ｈ

２
１

）
９

５
％

以
上

（
Ｈ

２
７

）
９

５
．

９
％

(H
２

６
）

Ｃ
Ｏ

Ｄ
（
湖

沼
・
海

域
）

８
１

．
８

％
（
Ｈ

２
１

）
８

５
％

以
上

（
Ｈ

２
７

）
９

２
．

３
％

(H
２

６
）

９
１

．
２

％
以

上
（
Ｈ

２
１

）
９

４
％

以
上

（
Ｈ

２
７

）
９

０
．

２
％

(H
２

６
）

－

ニ
ホ

ン
ジ

カ
１

１
，

３
６

１
頭

（
Ｈ

２
１

）
３

０
，

０
０

０
頭

（
Ｈ

２
７

）
２

１
，

１
２

４
頭

（
H

２
６

）

イ
ノ

シ
シ

６
，

６
７

３
頭

（
Ｈ

２
１

）
２

０
，

０
０

０
頭

（
Ｈ

２
７

）
１

６
，

４
３

４
頭

（
H

２
６

）

【
４

　
環

境
ビ

ジ
ネ

ス
の

振
興

】

計
画

策
定

時
目

標
値

（
目

標
年

度
）

現
状

値
次

期
計

画
に

向
け

て
の

取
組

２
２

市
町

村
（
H

２
２

）

３
４

市
町

村
県

内
全

市
町

村
（
Ｈ

２
７

）

２
３

市
町

村
※

２
５

市
町

村
（
Ｈ

２
７

）
※

過
去

に
締

結
し

て
い

た
が

、
現

在
は

締
結

し
て

い
な

い
市

町
村

含
む

　
　

目
標

達
成

（
協

定
締

結
市

町
村

数
）
は

難
し

い
が

、
協

定
件

数
は

計
画

策
定

時
よ

り
２

割
超

の
増

加
と

な
っ

て
い

る
。

　
協

働
の

森
協

定
締

結
延

べ
件

数
　

　
 H

２
２

末
：
５

０
件

　
→

　
H

２
６

末
：
６

２
件

　
森

林
管

理
の

促
進

に
よ

る
森

林
整

備
面

積
　

　
 H

２
２

末
累

計
：
１

,６
９

４
h
a　

→
　

H
２

６
末

累
計

：
３

,３
９

５
h
a

【
課

題
】

　
新

た
な

協
定

先
の

掘
り

起
こ

し
。

・
未

締
結

市
町

村
へ

の
ア

プ
ロ

ー
チ

の
強

化
を

図
る

。
・
市

町
村

有
林

の
ほ

か
民

有
林

も
含

め
て

新
た

な
協

定
森

林
の

掘
り

起
こ

し
を

行
い

、
積

極
的

に
企

業
へ

の
事

業
提

案
を

行
う

。

削
減

ク
レ

ジ
ッ

ト
発

行
量

８
,４

５
４

ｔ-
C

O
2

（
H

２
２

年
度

末
累

計
）

吸
収

ク
レ

ジ
ッ

ト
発

行
量

９
，

２
０

６
t-

C
O

2
(H

２
３

年
度

末
累

計
)

削
減

ク
レ

ジ
ッ

ト
発

行
量

１
８

,０
０

０
ｔ-

C
O

2
（
H

２
７

年
度

末
累

計
）

吸
収

ク
レ

ジ
ッ

ト
発

行
量

６
０

，
０

０
０

ｔ－
C

O
2

（
Ｈ

２
７

年
度

末
累

計
）

削
減

ク
レ

ジ
ッ

ト
発

行
量

２
０

，
２

５
７

t-
C

O
2

(H
２

６
年

度
末

累
計

)

吸
収

ク
レ

ジ
ッ

ト
発

行
量

１
１

，
５

１
１

ｔ－
Ｃ

Ｏ
２

（
Ｈ

２
６

年
度

末
累

計
）

・
削

減
ク

レ
ジ

ッ
ト

発
行

量
は

目
標

値
を

達
成

。
（
H

２
５

か
ら

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

買
取

制
度

活
用

の
た

め
取

組
と

し
て

は
終

了
）

・
吸

収
ク

レ
ジ

ッ
ト

発
行

量
に

つ
い

て
は

、
東

日
本

大
震

災
以

降
、

企
業

の
C

S
R

活
動

が
震

災
復

興
へ

の
取

組
に

シ
フ

ト
し

た
こ

と
に

よ
り

、
新

た
な

販
路

開
拓

が
進

ん
で

お
ら

ず
、

目
標

達
成

は
厳

し
い

。

【
課

題
】

　
販

路
開

拓
、

販
売

戦
略

の
検

討
。

　
制

度
の

普
及

に
関

す
る

広
報

の
継

続
実

施
と

、
新

た
な

取
組

、
ク

レ
ジ

ッ
ト

販
売

の
販

売
戦

略
の

検
討

を
行

う
。

８
６

，
０

０
０

ｔ
（
Ｈ

２
１

）
４

０
３

，
０

０
０

ｔ以
上

（
Ｈ

２
７

）
３

５
６

，
０

０
０

ｔ
（
Ｈ

２
６

）

　 　
Ｈ

２
７

年
度

の
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

施
設

の
稼

働
な

ど
に

よ
り

、
目

標
は

達
成

で
き

る
見

込
み

。

【
課

題
】

　
燃

料
と

な
る

原
木

の
安

定
供

給
。

　
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

燃
料

の
安

定
供

給
の

確
保

を
図

り
、

さ
ら

な
る

利
用

拡
大

を
図

っ
て

い
く
。

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
の

年
間

利
用

量

・
オ

フ
セ

ッ
ト

・
ク

レ
ジ

ッ
ト

（
Ｊ
－

Ｖ
Ｅ

Ｒ
）
制

度
に

よ
る

削
減

ク
レ

ジ
ッ

ト
発

行
量

、
吸

収
ク

レ
ジ

ッ
ト

発
行

量

協
働

の
森

づ
く
り

事
業

に
よ

る
パ

ー
ト

ナ
ー

ズ
協

定
締

結
件

数
（
新

規
・
更

新
）

達
成

見
込

み
項

目

公
共

用
水

域
に

お
け

る
Ｂ

Ｏ
Ｄ

／
Ｃ

Ｏ
Ｄ

に
係

る
環

境
基

準
達

成
率

地
下

水
に

お
け

る
環

境
基

準
達

成
率

特
定

鳥
獣

の
年

間
捕

獲
数

　
現

段
階

で
は

目
標

に
は

達
し

て
い

な
い

が
、

捕
獲

頭
数

は
、

計
画

策
定

時
か

ら
倍

増
し

て
お

り
一

定
の

成
果

が
見

え
て

い
る

。

【
課

題
】

　
森

林
地

域
で

の
捕

獲
数

の
増

。

　
県

民
及

び
関

係
機

関
の

協
力

を
得

な
が

ら
、

排
水

対
策

の
普

及
啓

発
に

取
り

組
む

。

※
 評

価
指

標
と

し
て

適
当

で
な

い
た

め
、

次
期

計
画

に
お

い
て

は
、

目
標

設
定

の
見

直
し

を
行

う
（
今

回
は

評
価

指
標

と
し

て
使

用
し

な
い

）
　

　
【
理

由
】
当

該
達

成
率

は
、

井
戸

水
の

測
定

結
果

を
も

と
に

算
出

し
て

い
る

が
、

測
定

す
る

約
５

０
地

点
の

う
ち

、
毎

年
継

続
し

て
測

定
す

　
　

　
　

　
　

 る
の

は
約

２
０

地
点

で
、

そ
れ

以
外

は
毎

年
測

定
地

点
を

変
更

し
て

い
る

た
め

、
取

組
に

よ
り

水
質

が
改

善
し

た
か

を
評

価
す

る
　

　
　

　
　

　
 指

標
と

し
て

は
適

当
で

な
い

た
め

。

　
森

林
地

域
で

の
捕

獲
の

推
進

、
狩

猟
者

の
確

保
と

捕
獲

技
術

の
向

上
に

取
り

組
み

、
捕

獲
の

強
化

を
図

っ
て

い
く
。

　
公

共
用

水
域

に
お

け
る

B
O

D
/
C

O
D

に
係

る
環

境
基

準
達

成
率

は
目

標
を

達
成

で
き

る
見

込
み

。
　 【
課

題
】

　
家

庭
や

事
業

所
等

の
排

水
対

策
の

更
な

る
推

進
。
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生
物

的
防

除
資

材
の

普
及

率
（
施

設
ナ

ス
）

５
０

％
（
Ｈ

２
２

）
９

０
％

（
Ｈ

２
７

）
９

７
％

（
Ｈ

２
６

）

生
物

的
防

除
資

材
の

普
及

率
（
施

設
キ

ュ
ウ

リ
）

１
６

％
（
Ｈ

２
２

）
６

０
％

（
Ｈ

２
７

）
２

４
％

（
Ｈ

２
６

）

生
物

的
防

除
資

材
の

普
及

率
（
施

設
ニ

ラ
）

０
％

（
Ｈ

２
２

）
５

％
（
Ｈ

２
７

）
８

％
（
Ｈ

２
６

）

生
物

的
防

除
資

材
の

普
及

率
（
施

設
カ

ン
キ

ツ
）

１
％

（
Ｈ

２
２

）
４

０
％

（
Ｈ

２
７

）
６

％
（
Ｈ

２
６

）

土
壌

診
断

処
方

箋
点

数
（
野

菜
）

９
，

５
８

６
点

（
Ｈ

２
２

）
１

０
，

２
０

０
点

（
Ｈ

２
７

）
１

４
，

８
９

９
点

（
Ｈ

２
６

）

防
除

履
歴

記
帳

率
９

４
％

（
Ｈ

２
２

）
１

０
０

％
（
Ｈ

２
７

）
９

７
％

（
Ｈ

２
６

）

リ
サ

イ
ク

ル
製

品
７

４
件

（
Ｈ

２
１

）
１

０
０

件
以

上
（
Ｈ

２
７

）
８

２
件

（
Ｈ

２
６

）

環
境

配
慮

型
事

業
所

（
エ

コ
シ

ョ
ッ

プ
を

含
む

）
１

６
件

（
Ｈ

２
１

）
２

０
件

以
上

（
Ｈ

２
７

）
１

８
件

（
Ｈ

２
６

）

【
５

　
環

境
学

習
の

推
進

と
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り

】

計
画

策
定

時
目

標
値

（
目

標
年

度
）

現
状

値
次

期
計

画
に

向
け

て
の

取
組

３
１

２
人

（
H

２
１

）
８

０
０

人
以

上
（
Ｈ

２
７

）
８

０
０

人
以

上
（
Ｈ

２
５

達
成

/
事

業
終

了
）

５
割

（
Ｈ

２
３

）
８

割
（
Ｈ

２
７

）
８

割
（
Ｈ

２
５

達
成

/
事

業
終

了
）

自
然

体
験

リ
ー

ダ
ー

の
養

成
延

べ
人

数
(H

２
５

～
H

２
７

)

０
人

（
Ｈ

２
５

）
７

２
人

（
Ｈ

２
７

）
４

３
人

（
Ｈ

２
６

）

自
然

体
験

イ
ン

ス
ト

ラ
ク

タ
ー

の
養

成
延

べ
人

数
(H

２
５

～
H

２
７

)

０
人

（
Ｈ

２
５

）
７

２
人

（
Ｈ

２
７

）
４

０
人

（
Ｈ

２
６

）

４
テ

ー
マ

（
森

、
川

、
街

、
身

近
な

場
所

）

４
テ

ー
マ

（
Ｈ

２
５

）
４

テ
ー

マ
（
Ｈ

２
５

達
成

/
事

業
終

了
）

Ａ

項
目

環
境

保
全

型
農

業
の

推
進

環
境

学
習

を
推

進
す

る
た

め
の

人
材

育
成

リ
サ

イ
ク

ル
製

品
等

認
定

制
度

の
認

定
数

「
森

の
よ

う
ち

え
ん

」
に

お
け

る
自

然
体

験
活

動
の

参
加

延
べ

人
数

（
年

間
）

公
立

高
校

に
お

け
る

地
域

と
の

協
働

に
よ

る
環

境
保

全
活

動
の

参
加

率

環
境

学
習

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

開
発

及
び

プ
ロ

グ
ラ

ム
集

の
作

成

　
県

内
生

産
者

等
へ

の
技

術
の

普
及

促
進

を
図

る
こ

と
に

よ
り

、
安

全
・
安

心
な

農
産

物
の

安
定

生
産

と
、

環
境

へ
の

負
荷

を
軽

減
し

た
持

続
可

能
な

農
業

生
産

の
実

現
に

向
け

て
取

り
組

む
。

・
新

た
な

事
業

分
野

の
開

拓
、

事
業

者
へ

の
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

と
な

る
特

典
の

検
討

・
リ

サ
イ

ク
ル

製
品

へ
の

理
解

が
広

が
る

よ
う

、
更

な
る

普
及

啓
発

を
図

っ
て

い
く
。

　
全

項
目

、
計

画
策

定
時

よ
り

改
善

し
て

お
り

、
半

数
の

項
目

が
目

標
達

成
で

き
て

い
る

。
　

本
県

は
、

天
敵

導
入

等
に

よ
る

環
境

保
全

型
農

業
の

推
進

に
先

進
的

に
取

り
組

ん
で

お
り

、
天

敵
導

入
率

は
全

国
ト

ッ
プ

と
な

っ
て

い
る

。

【
課

題
】

　
・
新

た
な

品
目

で
の

IP
M

技
術

の
開

発
と

普
及

拡
大

　
・
生

産
者

及
び

J
A

関
係

者
等

へ
の

G
A

P
（
農

業
生

産
工

程
管

理
）
の

　
 理

解
促

進

　
人

材
を

育
成

す
る

と
と

も
に

、
小

中
学

校
へ

の
講

師
派

遣
な

ど
、

研
修

を
修

了
し

た
者

が
活

動
で

き
る

場
を

積
極

的
に

提
供

す
る

こ
と

で
、

環
境

学
習

の
推

進
を

図
っ

て
い

く
。

―

　
新

規
に

リ
サ

イ
ク

ル
製

品
認

定
申

請
を

す
る

事
業

者
数

が
伸

び
悩

ん
で

お
り

、
目

標
達

成
は

厳
し

い
。

【
課

題
】

　
取

組
事

業
者

の
拡

大
。 達

成
見

込
み

ＢＡ

　
自

然
体

験
活

動
、

環
境

保
全

活
動

の
実

施
事

例
の

増
、

人
材

育
成

が
進

み
、

各
団

体
で

そ
れ

ぞ
れ

活
動

で
き

る
体

制
が

整
っ

た
こ

と
か

ら
、

Ｈ
２

５
を

も
っ

て
事

業
を

終
了

。

　
目

標
の

達
成

は
難

し
い

見
込

み
だ

が
、

人
材

を
一

定
養

成
す

る
こ

と
が

で
き

、
ま

た
、

環
境

学
習

プ
ロ

グ
ラ

ム
も

作
成

済
み

。

【
課

題
】

　
参

加
者

確
保

の
た

め
の

更
な

る
周

知
。

研
修

修
了

者
が

活
動

で
き

る
場

の
提

供
。

　
※

研
修

修
了

者
の

多
く
が

Ｎ
Ｐ

Ｏ
や

青
少

年
教

育
施

設
で

の
ボ

ラ
　

　
 ン

テ
ィ

ア
活

動
に

参
加

。
ま

た
、

指
導

者
間

で
の

交
流

や
情

報
　

　
 交

換
が

行
わ

れ
る

等
、

連
携

が
生

ま
れ

て
い

る
。

  
 Ｈ

２
３

～
２

４
の

間
は

、
県

が
独

自
で

研
修

会
を

開
催

し
、

リ
ー

　
　

ダ
ー

と
イ

ン
ス

ト
ラ

ク
タ

ー
を

養
成

し
て

い
た

が
、

Ｈ
２

５
か

ら
、

全
 国

組
織

の
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

「
全

国
体

験
活

動
指

導
者

認
定

委
員

会
」

  
が

資
格

認
定

と
い

う
形

で
の

研
修

会
を

ス
タ

ー
ト

さ
せ

た
た

め
、

 当
該

研
修

会
の

修
了

者
数

を
目

標
値

と
す

る
こ

と
に

変
更

し
た
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４ 主要な取組の概要（目次） 

（１）生物多様性こうち戦略の取組【Ｐ５７～５８】 

（２）高知県新エネルギービジョン【Ｐ5９～６０】 

（３）木材利用の拡大の推進【Ｐ６１～６２】 
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生物多様性こうち戦略
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■高知県が目指す「将来の新エネルギー利用の姿」

■改定の目的

これまでの取り組みにより、太陽光発電を中心に、再生可能エネルギーの導入が急速に進んできましたが、固定
価格買取制度の導入など国のエネルギーを取り巻く環境が大きく変化してきており、また、大きな課題（送電網
の脆弱性による事業化の断念など）も発生しています。
こうした現状を踏まえ、新エネルギーのさらなる導入を促進させるために、今回、新エネルギービジョンを改定
するものです。

■計画期間

平成２８年度～平成３２年度の５年間

■導入促進の意義・基本方針

【導入促進の意義】 【基本方針】

■目標値

① 導入設備規模

現 行
平成 （ ）年度

中期目標
平成 （ ）年度

長期目標
平成 （ ）年度

発電 太陽光 大中規模 （ 倍） （ 倍）※

小規模
（戸建住宅の ％相当）

（ 倍）
（戸建住宅の ％相当）

（ 倍）
（戸建住宅の ％相当）

小水力 （ 倍） （ 倍）
風力 （ 倍） （ 倍）

木質
バイオマス

専焼 （ 倍） （ 倍）
混焼 （ 倍） （ 倍）

合計 （ 倍） （ 倍）

新エネ電力自給率※ ％ ％
水力発電（ 以上）

再エネ電力自給率※ ％ ％ ％
※ 現在の系統接続制約が一定解消されることが前提

※ 新エネルギーは主として発電設備の導入が進んでいることから電力の自給率に着目し目標値を設定。電力自給率：県内の消費電力量（ ～ 年度平均）に対する

県内の発電電力量の割合とする。なお、発電電力量は、設備利用率 太陽光発電 、風力発電 、木質バイオマス発電 、水力発電（ 未満） 、水力

発電（ 以上） を用いて機械的に算出した。

② 地域振興に関する指標（新たに設定）

■課題と対応策

種類 課 題 対 応 策 方針

全
体

 系統への接続の問題発生  系統の強化など国等への政策提言
 地産地消の仕組みづくり

①
①②

 固定価格買取制度の見直しなど、制度上のリスク  買取価格の設定など国等への政策提言 ①
 自然環境や生活環境への影響  新エネルギー導入のルールづくり ①
 県外資本による事業で地域メリットが少ない  地域の事業への参画県外資本事業等による地域振興に繋がる仕

組みづくり
②

 その他の新エネルギーの導入  その他バイオマス熱利用等など調査・研究を進める。 ①
 さらなる新エネルギーの導入促進  地域振興に資する小売電気事業の調査研究

 地産地消型スマートコミュニティの県内導入に関する調査研究
①②
①②

太
陽
光

大・中
規模

 規制や手続きの不足によるトラブル発
生等

 ガイドライン等による設備認定を受けた設備のスムーズな導入 ①

小規模  投資コストが高い
 付加価値、メリットが見えない

 事業モデルによる事業性評価、売電以外の付加価値・メリット
の明確化

 蓄電池、電気自動車等の活用

①

小
水
力

 調査は継続実施しているが、適地が少ない  河川のほか、農業用水路、上水道施設などの適地調査 ①
 調査・設計等に費用がかかる  調査・設計、手続きの費用の支援策の検討 ①
 日常的な保守・管理が必要  地域との連携（日常的な保守・管理の実施）策の検討 ①②
 中山間地域での身近な資源が未活用  マイクロ水力発電（ 程度）の導入促進 ①②
 水利権等の法的手続き、普通河川の事例が少ない  関係各課との連携強化、情報収集、手続きの明確化などの検討 ①

風
力

 県外企業の参入が多い  県内事業者、地域主体での導入拡大を図るための地域との連携
の仕組みづくり検討

①②

 自然・生活環境への影響、県境付近での対応が必
要

 環境影響評価、風況調査のコストと時間がかかる

 県境付近での県内市町村事業の支援 ①

 沿岸部や中山間地域で未活用  小型風力発電（ 未満）の導入促進 ①②

木
質
バ
イ
オ
マ
ス

発電
利用

 ２箇所の木質バイオマス発電所のフル稼
働

 木質燃料の安定供給体制の整備 ①②

熱利
用

 原木の確保  木質燃料製造に向けた原木の安定供給
 地域での熱利用機器の導入（ボイラー、ストーブ等）拡大によ
る地産地消を推進

①②
①② 燃料配送、機器導入、燃焼灰の処理等の

コスト低減
共通  長期にわたる計画的な森林資源の供給確

保
 木質バイオマス燃料の県内自給率向上

 素材生産・製材販売の拡大
 効率的な収集・運搬方法の検討、林地残材、切捨間伐材の活用

①②
①②

高知県新エネルギービジョン （平成２８年度～平成３２年度） 概 要

方針① 新エネルギーのさらなる
導入促進

方針② 新エネルギーを地域振
興に生かす

地域メリットの創出 地球温暖化対策への貢献

持続可能なエネルギーの活用

＜改定のポイント＞

・［高知産 自然エネルギーあふれる「こうち」の創造］をキャッチコピーとし、「将来の新エネルギー利

用の姿」を提示することにより、新エネルギーのさらなる導入の方向性を県民、市町村、県で共有。

・進捗管理を行う指標として、新エネルギーの導入量のみではなく、地域振興に関する指標を設定。

・地域や県内事業者が事業主体となった新エネルギー発電事業者の数 ※太陽光発電事業者については参考値として把握に努める

・地域貢献、地域振興に取り組む新エネルギー発電事業者の数（今後事業を実施する者）

高知産 ％！ 自然エネルギーあふれる「こうち」の創造

■高知県が目指す「将来の新エネルギー利用の姿」

■改定の目的

これまでの取り組みにより、太陽光発電を中心に、再生可能エネルギーの導入が急速に進んできましたが、固定
価格買取制度の導入など国のエネルギーを取り巻く環境が大きく変化してきており、また、大きな課題（送電網
の脆弱性による事業化の断念など）も発生しています。
こうした現状を踏まえ、新エネルギーのさらなる導入を促進させるために、今回、新エネルギービジョンを改定
するものです。

■計画期間

平成２８年度～平成３２年度の５年間

■導入促進の意義・基本方針

【導入促進の意義】 【基本方針】

■目標値

① 導入設備規模

現 行
平成 （ ）年度

中期目標
平成 （ ）年度

長期目標
平成 （ ）年度

発電 太陽光 大中規模 （ 倍） （ 倍）※

小規模
（戸建住宅の ％相当）

（ 倍）
（戸建住宅の ％相当）

（ 倍）
（戸建住宅の ％相当）

小水力 （ 倍） （ 倍）
風力 （ 倍） （ 倍）

木質
バイオマス

専焼 （ 倍） （ 倍）
混焼 （ 倍） （ 倍）

合計 （ 倍） （ 倍）

新エネ電力自給率※ ％ ％
水力発電（ 以上）

再エネ電力自給率※ ％ ％ ％
※ 現在の系統接続制約が一定解消されることが前提

※ 新エネルギーは主として発電設備の導入が進んでいることから電力の自給率に着目し目標値を設定。電力自給率：県内の消費電力量（ ～ 年度平均）に対する

県内の発電電力量の割合とする。なお、発電電力量は、設備利用率 太陽光発電 、風力発電 、木質バイオマス発電 、水力発電（ 未満） 、水力

発電（ 以上） を用いて機械的に算出した。

② 地域振興に関する指標（新たに設定）

■課題と対応策

種類 課 題 対 応 策 方針

全
体

 系統への接続の問題発生  系統の強化など国等への政策提言
 地産地消の仕組みづくり

①
①②

 固定価格買取制度の見直しなど、制度上のリスク  買取価格の設定など国等への政策提言 ①
 自然環境や生活環境への影響  新エネルギー導入のルールづくり ①
 県外資本による事業で地域メリットが少ない  地域の事業への参画県外資本事業等による地域振興に繋がる仕

組みづくり
②

 その他の新エネルギーの導入  その他バイオマス熱利用等など調査・研究を進める。 ①
 さらなる新エネルギーの導入促進  地域振興に資する小売電気事業の調査研究

 地産地消型スマートコミュニティの県内導入に関する調査研究
①②
①②

太
陽
光

大・中
規模

 規制や手続きの不足によるトラブル発
生等

 ガイドライン等による設備認定を受けた設備のスムーズな導入 ①

小規模  投資コストが高い
 付加価値、メリットが見えない

 事業モデルによる事業性評価、売電以外の付加価値・メリット
の明確化

 蓄電池、電気自動車等の活用

①

小
水
力

 調査は継続実施しているが、適地が少ない  河川のほか、農業用水路、上水道施設などの適地調査 ①
 調査・設計等に費用がかかる  調査・設計、手続きの費用の支援策の検討 ①
 日常的な保守・管理が必要  地域との連携（日常的な保守・管理の実施）策の検討 ①②
 中山間地域での身近な資源が未活用  マイクロ水力発電（ 程度）の導入促進 ①②
 水利権等の法的手続き、普通河川の事例が少ない  関係各課との連携強化、情報収集、手続きの明確化などの検討 ①

風
力

 県外企業の参入が多い  県内事業者、地域主体での導入拡大を図るための地域との連携
の仕組みづくり検討

①②

 自然・生活環境への影響、県境付近での対応が必
要

 環境影響評価、風況調査のコストと時間がかかる

 県境付近での県内市町村事業の支援 ①

 沿岸部や中山間地域で未活用  小型風力発電（ 未満）の導入促進 ①②

木
質
バ
イ
オ
マ
ス

発電
利用

 ２箇所の木質バイオマス発電所のフル稼
働

 木質燃料の安定供給体制の整備 ①②

熱利
用

 原木の確保  木質燃料製造に向けた原木の安定供給
 地域での熱利用機器の導入（ボイラー、ストーブ等）拡大によ
る地産地消を推進

①②
①② 燃料配送、機器導入、燃焼灰の処理等の

コスト低減
共通  長期にわたる計画的な森林資源の供給確

保
 木質バイオマス燃料の県内自給率向上

 素材生産・製材販売の拡大
 効率的な収集・運搬方法の検討、林地残材、切捨間伐材の活用

①②
①②

高知県新エネルギービジョン （平成２８年度～平成３２年度） 概 要

方針① 新エネルギーのさらなる
導入促進

方針② 新エネルギーを地域振
興に生かす

地域メリットの創出 地球温暖化対策への貢献

持続可能なエネルギーの活用

＜改定のポイント＞

・［高知産 自然エネルギーあふれる「こうち」の創造］をキャッチコピーとし、「将来の新エネルギー利

用の姿」を提示することにより、新エネルギーのさらなる導入の方向性を県民、市町村、県で共有。

・進捗管理を行う指標として、新エネルギーの導入量のみではなく、地域振興に関する指標を設定。

・地域や県内事業者が事業主体となった新エネルギー発電事業者の数 ※太陽光発電事業者については参考値として把握に努める

・地域貢献、地域振興に取り組む新エネルギー発電事業者の数（今後事業を実施する者）

高知産 ％！ 自然エネルギーあふれる「こうち」の創造
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■高知県が目指す「将来の新エネルギー利用の姿」

■改定の目的

これまでの取り組みにより、太陽光発電を中心に、再生可能エネルギーの導入が急速に進んできましたが、固定
価格買取制度の導入など国のエネルギーを取り巻く環境が大きく変化してきており、また、大きな課題（送電網
の脆弱性による事業化の断念など）も発生しています。
こうした現状を踏まえ、新エネルギーのさらなる導入を促進させるために、今回、新エネルギービジョンを改定
するものです。

■計画期間

平成２８年度～平成３２年度の５年間

■導入促進の意義・基本方針

【導入促進の意義】 【基本方針】

■目標値

① 導入設備規模

現 行
平成 （ ）年度

中期目標
平成 （ ）年度

長期目標
平成 （ ）年度

発電 太陽光 大中規模 （ 倍） （ 倍）※

小規模
（戸建住宅の ％相当）

（ 倍）
（戸建住宅の ％相当）

（ 倍）
（戸建住宅の ％相当）

小水力 （ 倍） （ 倍）
風力 （ 倍） （ 倍）

木質
バイオマス

専焼 （ 倍） （ 倍）
混焼 （ 倍） （ 倍）

合計 （ 倍） （ 倍）

新エネ電力自給率※ ％ ％
水力発電（ 以上）

再エネ電力自給率※ ％ ％ ％
※ 現在の系統接続制約が一定解消されることが前提

※ 新エネルギーは主として発電設備の導入が進んでいることから電力の自給率に着目し目標値を設定。電力自給率：県内の消費電力量（ ～ 年度平均）に対する

県内の発電電力量の割合とする。なお、発電電力量は、設備利用率 太陽光発電 、風力発電 、木質バイオマス発電 、水力発電（ 未満） 、水力

発電（ 以上） を用いて機械的に算出した。

② 地域振興に関する指標（新たに設定）

■課題と対応策

種類 課 題 対 応 策 方針

全
体

 系統への接続の問題発生  系統の強化など国等への政策提言
 地産地消の仕組みづくり

①
①②

 固定価格買取制度の見直しなど、制度上のリスク  買取価格の設定など国等への政策提言 ①
 自然環境や生活環境への影響  新エネルギー導入のルールづくり ①
 県外資本による事業で地域メリットが少ない  地域の事業への参画県外資本事業等による地域振興に繋がる仕

組みづくり
②

 その他の新エネルギーの導入  その他バイオマス熱利用等など調査・研究を進める。 ①
 さらなる新エネルギーの導入促進  地域振興に資する小売電気事業の調査研究

 地産地消型スマートコミュニティの県内導入に関する調査研究
①②
①②

太
陽
光

大・中
規模

 規制や手続きの不足によるトラブル発
生等

 ガイドライン等による設備認定を受けた設備のスムーズな導入 ①

小規模  投資コストが高い
 付加価値、メリットが見えない

 事業モデルによる事業性評価、売電以外の付加価値・メリット
の明確化

 蓄電池、電気自動車等の活用

①

小
水
力

 調査は継続実施しているが、適地が少ない  河川のほか、農業用水路、上水道施設などの適地調査 ①
 調査・設計等に費用がかかる  調査・設計、手続きの費用の支援策の検討 ①
 日常的な保守・管理が必要  地域との連携（日常的な保守・管理の実施）策の検討 ①②
 中山間地域での身近な資源が未活用  マイクロ水力発電（ 程度）の導入促進 ①②
 水利権等の法的手続き、普通河川の事例が少ない  関係各課との連携強化、情報収集、手続きの明確化などの検討 ①

風
力

 県外企業の参入が多い  県内事業者、地域主体での導入拡大を図るための地域との連携
の仕組みづくり検討

①②

 自然・生活環境への影響、県境付近での対応が必
要

 環境影響評価、風況調査のコストと時間がかかる

 県境付近での県内市町村事業の支援 ①

 沿岸部や中山間地域で未活用  小型風力発電（ 未満）の導入促進 ①②

木
質
バ
イ
オ
マ
ス

発電
利用

 ２箇所の木質バイオマス発電所のフル稼
働

 木質燃料の安定供給体制の整備 ①②

熱利
用

 原木の確保  木質燃料製造に向けた原木の安定供給
 地域での熱利用機器の導入（ボイラー、ストーブ等）拡大によ
る地産地消を推進

①②
①② 燃料配送、機器導入、燃焼灰の処理等の

コスト低減
共通  長期にわたる計画的な森林資源の供給確

保
 木質バイオマス燃料の県内自給率向上

 素材生産・製材販売の拡大
 効率的な収集・運搬方法の検討、林地残材、切捨間伐材の活用

①②
①②

高知県新エネルギービジョン （平成２８年度～平成３２年度） 概 要

方針① 新エネルギーのさらなる
導入促進

方針② 新エネルギーを地域振
興に生かす

地域メリットの創出 地球温暖化対策への貢献

持続可能なエネルギーの活用

＜改定のポイント＞

・［高知産 自然エネルギーあふれる「こうち」の創造］をキャッチコピーとし、「将来の新エネルギー利

用の姿」を提示することにより、新エネルギーのさらなる導入の方向性を県民、市町村、県で共有。

・進捗管理を行う指標として、新エネルギーの導入量のみではなく、地域振興に関する指標を設定。

・地域や県内事業者が事業主体となった新エネルギー発電事業者の数 ※太陽光発電事業者については参考値として把握に努める

・地域貢献、地域振興に取り組む新エネルギー発電事業者の数（今後事業を実施する者）

高知産 ％！ 自然エネルギーあふれる「こうち」の創造
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都市に木造建築物による“森”を創る 
都市部

◇中高層建築物の木造化による の長期間固定 

◇中高層建築物の木造化による製造・建設時
の 排出量の抑制

◇木材の優れた断熱性能などによる省エネ効果
木材の断熱性能はコンクリートの約 倍 ※2 

中山間地域

◇木材需要の拡大による森林整備の促進 

◇木材需要の拡大による雇用の創出や所得の向上
◇森林整備の促進による水源の涵養及び国土の保全

◇木材による安らぎや癒し効果の提供  ◇木材は再利用が可能

● 木造建築物によるＣＯ２固定量
約１,４５６千t-CO2/年 

全国で年間に建築されている中高層
建築物（～ 階）の約 割（ 棟
年）をＣＬＴで建築した場合

●間伐材の供給に伴い整備される
森林面積（スギ 年生の森林の間伐面
積に相当）

約９５ ０００ 年
棟 年に必要な木材の供給に伴う間伐面積

◇森林整備に伴う 固定量（吸収量）の増加 

●ＣＯ２固定の増加量

約４６９千 年  
・スギ４０年生が９０年生まで成長
することが前提

・その間の平均成長量を基にＣＯ２
固定増加量を試算

中高層建築物の木造化による
ＣＯ２固定量 

約１ ４５６千 年

ＣＯ２排出抑制量
約５３千 年

森林整備の促進によるＣＯ２固定量

約４６９千 年

合計約１９７８千 年
※一般家庭年間排出量 約４１５千戸に相当 

●木造建築によるＣＯ２排出抑
制量
約５３千t-CO2/年 

木造とＲＣ造における製造・建設
時におけるＣＯ２発生量の差 ※１

都市部と中山間地域が連携し、再生可能な森林資源を活用した循環型社会の構築 

●木造化により都市部に生まれる”

森”

約５ ８０５ 年
・東京ドーム約１ ２４０個分に相当
・東京都世田谷区の面積に相当

●都市部に生まれる”森”
約５,６００ha/年 

木造建築により固定された
ＣＯ２量をスギ４０年生の
森に換算

●都市部に生まれる”森”
約２０５ha/年 

排出抑制されたＣＯ２量を
スギ４０年生の森に換算

木材供給

＜ 
木造 ＲＣ造 

CO2CO2

※1ウッドマイルズ研究会 ※2マッシブホルツ・プロジェクト
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都市に木造建築物による“森”を創る 
都市部

◇中高層建築物の木造化による の長期間固定 

◇中高層建築物の木造化による製造・建設時
の 排出量の抑制

◇木材の優れた断熱性能などによる省エネ効果
木材の断熱性能はコンクリートの約 倍 ※2 

中山間地域

◇木材需要の拡大による森林整備の促進 

◇木材需要の拡大による雇用の創出や所得の向上
◇森林整備の促進による水源の涵養及び国土の保全

◇木材による安らぎや癒し効果の提供  ◇木材は再利用が可能

● 木造建築物によるＣＯ２固定量
約１,４５６千t-CO2/年 

全国で年間に建築されている中高層
建築物（～ 階）の約 割（ 棟
年）をＣＬＴで建築した場合

●間伐材の供給に伴い整備される
森林面積（スギ 年生の森林の間伐面
積に相当）

約９５ ０００ 年
棟 年に必要な木材の供給に伴う間伐面積

◇森林整備に伴う 固定量（吸収量）の増加 

●ＣＯ２固定の増加量

約４６９千 年  
・スギ４０年生が９０年生まで成長
することが前提

・その間の平均成長量を基にＣＯ２
固定増加量を試算

中高層建築物の木造化による
ＣＯ２固定量 

約１ ４５６千 年

ＣＯ２排出抑制量
約５３千 年

森林整備の促進によるＣＯ２固定量

約４６９千 年

合計約１９７８千 年
※一般家庭年間排出量 約４１５千戸に相当 

●木造建築によるＣＯ２排出抑
制量
約５３千t-CO2/年 

木造とＲＣ造における製造・建設
時におけるＣＯ２発生量の差 ※１

都市部と中山間地域が連携し、再生可能な森林資源を活用した循環型社会の構築 

●木造化により都市部に生まれる”

森”

約５ ８０５ 年
・東京ドーム約１ ２４０個分に相当
・東京都世田谷区の面積に相当

●都市部に生まれる”森”
約５,６００ha/年 

木造建築により固定された
ＣＯ２量をスギ４０年生の
森に換算

●都市部に生まれる”森”
約２０５ha/年 

排出抑制されたＣＯ２量を
スギ４０年生の森に換算

木材供給

＜ 
木造 ＲＣ造 

CO2CO2

※1ウッドマイルズ研究会 ※2マッシブホルツ・プロジェクト
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５ 本県の現状

（１）環境の現状

ア 自然環境

本県には複雑で変化のある地形・地質が広がり、 パーセントという全国一の林

野面積率や日本最後の清流といわれる四万十川など、本来は多彩な山・川・海に恵

まれていました。

しかし、中山間地域を中心とした農用地の減少、都市化の進展による道路及び宅

地の増加に伴う自然環境の変化が見られるとともに、動植物の生息・生育域の改変

や、希少性の高い動植物の捕獲・採取等により、本県においても多くの野生動植物

が絶滅の危機に瀕しています。

また、自然林の崩壊や荒廃森林の増加もみられ間伐など森林の整備も十分に進ん

でいません。

イ 野生鳥獣による被害

中山間地域をはじめとし、ニホンジカやイノシシによる農林業への被害が拡大し

ているほか、特にニホンジカについては高標高域の自然植生に対する食害による被

害が深刻な事態となっています。

ウ 公共用水域の水質

工場及び事業場の排水規制並びに下水道等の整備が進んだこともあり、河川の水

質は平成 年度以降、環境基準の達成率がほぼ パーセント前後となっています。

しかし、森林の荒廃等による水源かん養機能の低下や、農地等からの土砂の流入

による河川の濁水、日常の水量の低下、河口部の閉塞等がみられ、本来の清流の姿

が失われてきました。

また、浦戸湾など閉鎖性水域の水質汚濁の改善は進んでいません。

エ 大気

微小粒子状物質及び光化学オキシダントを除く二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒

子状物質、二酸化窒素について環境基準を達成しており、高知県の大気環境はおお

むね良好といえます。

オ 廃棄物

一般廃棄物の排出量は､平成２３年度まで減少していましたが､それ以降はほぼ横

ばいとなっています。また、産業廃棄物の排出量は微減傾向にあります。不法投棄

や野焼き等廃棄物の不適正な処理は根絶されておらず、適正処理の推進が課題です。

（表－４）

カ 温室効果ガスの排出量

県内の排出量は、近年増加傾向にあります。特に家庭部門及び業務その他部門に

おいて増加が著しい状況です。これは、家庭部門及び業務その他部門における排出
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基準年

温室効果ガス排出量の推移

産業 家庭 業務その他 運輸 工業プロセス 廃棄物 その他

（千 ）

量の大きな割合を占める電気について、原子力発電の停止により、火力発電の発電

量比率が増加したため、電気の排出係数が平成 年度以降悪化していることにより

ます。（表－５、表－６、表―７）

人

口

排
出
量

年度

排出量

人口

〔千 〕 〔千人〕

（表 ５）

（表‐４）ごみ排出量の推移 

出典：「第４期高知県廃棄物処理計画（高知県）」 
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基準年

産業 家庭 業務その他 運輸 工業プロセス 廃棄物 その他

基
準
年
を

と
し
た
場
合
の
指
数
（
％
）

基準年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

（千 ）

温室効果ガス排出量（総排出量－森林吸収量） 森林吸収量

減少 減少

減少

減少

減少

減少

減少

減少

減少

（表-６）温室効果ガスの部門別排出状況の推移 

（表-７）森林吸収量を算入した温室効果ガス排出量の推移 
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（２）経済・社会の現状

ア 人口

平成 ７年９月 日現在によると、県人口は約 万人となっており、昭和

年から減少に転じ、市部より郡部においてその減少率が高くなっています。

老年人口の割合は上昇しているのに対し、若年人口は下降しており、少子高齢化

が進んでいます。また、世帯数は増加し、一世帯あたりの世帯人員は減少していま

す。（表－８）

本県の総人口は、これまでと同様のトレンドが継続すれば、２０２０年には６９

３千人の見込みとなっています。（まち・ひと・しごと創生本部から提供された資料

等に基づき高知県産業振興推進部推計）

イ 自動車保有台数

平成 ７年９月末で約 ６万５千台となっています。また、道路網の整備や充実等

により車社会が進行する一方、軌道や路線バスの利用者数の減少傾向が著しい状況

となっています。

ウ 水道普及率

平成 ６年度末で ７ に達し、着実に上昇しています。また、下水道の整備も

進んでいますが、平成 ６年度末で ６１パーセントと全国平均を大きく下回って

います。

エ 産業形態

平成２４年度の県内総生産額は名目で 兆１６０４億円ですが、そのうち ２

パーセントを第三次産業が占めており、第一次産業、第二次産業は減少傾向にあり

ます。

また、平成２４年度の県民所得は、 兆 ９２４億円となっており、前年度比で

微増しています。

オ エネルギー消費量

都道府県別エネルギー消費統計（経済産業省）では、本県の平成 年度のエネル

ギー消費量は、 （テラジュール）となっており、近年ほぼ横ばいで推移

しています。

カ 水使用料

県民一人１日あたりの水使用量は平成 ５年度で約３９８リットルとなっており、

減少傾向にあるものの、全国に比べると多い傾向にあり、今後とも節水意識の向上

に努める必要があります。
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出典：国勢調査等。ただし、平成２７年の数値は、国勢調査結果（平成２２年確報値）を基礎とし、これ

に毎月の住民基本台帳等の増減数を加算した推計値（高知県統計課）。

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年

人口（人）

年齢別人口割合（％）

歳未満

～ 歳

歳以上

世帯数（世帯）

１世帯あたりの人員（人）

（表‐８）県内人口の状況 
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６ 用語の解説（文章に下線で表記したもの）

【あ行】

ＩＳＯ１４００１

国際標準化機構（ ）で制定した環境管理に関する国際規格。環境に与える負荷

の低減に向けた改善を継続的に実施するためのシステム（環境マネジメントシステ

ム）を構築することが規定されており、認証を受けた企業は、環境配慮へ自主的・

積極的に取り組んでいることを示すことが可能となる。

ＩＣカード「ですか」

環境省の「省ＣＯ２型都市づくりのための面的対策事業」を活用し、運営会社であ

る株式会社ですかが、平成 年 月から運用を開始した、高知県独自の交通ＩＣ

カードシステムのこと。

バス及び路面電車の利用時に、前払式のＩＣカードを利用することで、公共交通

利用の利便性が向上し、利用促進につながる。また、公共交通機関を利用した場合、

自家用車で移動した時と比べＣＯ２の排出を抑制することができることから、地球温

暖化防止の取組の一環としても期待され、本県全域に利用可能エリアが広がりつつ

ある。

なお、削減されるこのＣＯ２量を交通エコポイントとして、見える化する機能を有

している。

愛知ターゲット

生物多様性における戦略計画として、 年までに人類が自然と共生する世界

を実現することを目指し、 年までに生物多様性の損失を食い止めるため効果

的かつ緊急の行動をとるという国際的な目標のこと。

ＩＰＭ技術

総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ＝ ）技術のこ

と。病害虫や雑草防除において、化学合成農薬だけに頼るのではなく、天敵や農業

資材など様々な防除技術を組み合わせ、農作物の収量や品質に経済的な被害が出な

い程度に発生を抑制しようとする考え方。これに基づく防除技術は安全・安心な農

作物の安定生産と、環境への負荷を軽減した持続可能な農業生産を両立するために

有効である。

ＥＳＤ

「持続可能な開発のための教育」のこと。今、世界には環境、貧困、人権、平和、
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開発といった様々な問題がある。ＥＳＤとは、これらの現代社会の課題を自らの問

題として捉え、身近なところから取り組むことにより、それらの課題の解決につな

がる新たな価値観や行動を生み出すこと、そしてそれによって持続可能な社会を創

造していくことを目指す学習や活動のこと。

磯焼け

浅海の岩礁、転石域において、海藻群落（藻場）が季節的な増減や多少の経年変化

の範囲を越えて著しく衰退、またはなくなり、貧植生状態となる現象。いったん磯焼

けが発生すると、藻場の回復までに長い年月がかかり、磯根資源の成長の不良や減少

を招いたりするため、沿岸漁場に大きな影響を及ぼす。

一酸化炭素

無色・無臭の気体で水に溶けにくい。木炭・燃料用ガスなどの不完全燃焼によって

発生する。点火すると青い炎を出して燃え二酸化炭素になる。メチルアルコール・ホ

ルマリンなどの製造原料。

ウォームビズ

冬の暖房時の温度設定を２０℃（県庁は１９℃）にすることで、電力使用による

温室効果ガス排出量の削減を目指す取組。

運輸 部門

温室効果ガス排出統計に表れる部門の一つ。自動車、鉄道、内航船舶、国内航空

で使用された燃料・電力からの排出量を算定する。

エコアクション２１

広範囲な企業、学校、公共機関などの全ての事業者が、環境への取組を効果的、

効率的に行うことを目的に、環境に取り組む仕組みを作り実施するとともに、それ

らを継続的に改善し、その結果を社会に公表するための方法について、環境省が策

定したガイドラインのこと。

エコショップ

県内の店舗（小売店、道の駅、飲食店等の商店）のうち、環境に配慮した取組を

積極的に実施していると認められる店舗のこと。

エコツーリズム

自然（歴史文化）体験・学習型観光の総称。自然環境や歴史文化を対象とし、そ

れらを体験し学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任を
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持つ観光のありかた。

ＥＳＣＯ事業

ＥＳＣＯ事業者が工場やビルの省エネ改修を行うほか、省エネルギーに関する包括

的なサービスを提供し、それまでの環境を損なうことなく省エネルギー効果を保証す

る事業。（ＥＳＣＯ＝ ）。

オゾン層

オゾン濃度が比較的高い成層圏のことをいう。成層圏のオゾンは太陽光に含まれる

有害な紫外線の大部分を吸収して、地球上の生態系を保護している。大気中に放出さ

れるフロンなどのオゾン層破壊物質によりオゾン濃度が低下した部分をオゾンホー

ルと呼ぶ。

オフセット・クレジット

直接削減できない の排出分を、植林やクリーンエネルギー関連の事業などで

相殺するカーボン・オフセットに用いるために発行されるクレジットのこと。

環境省は、国内で行われる排出削減・吸収プロジェクトによる温室効果ガス排

出削減・吸収量のうち、一定基準を満たすものをオフセット・クレジット Ｊ ＶＥＲ

として認証する仕組みを制度として構築し、カーボン・オフセットとして利用され

ている。

平成 年度以降、 制度は経済産業省が行っていた国内クレジット制度と

統合し「 クレジット制度」となり、同制度により認証された温室効果ガス排出削

減・吸収量を クレジットとして、従来と同じくカーボン・オフセット等で活用で

きる仕組みに発展している。

温室効果ガス

大気圏にあって地表から放出された赤外線の一部を吸収することにより、温室効

果をもたらす気体の総称。地球温暖化の主な原因とされている。地球温暖化の推進

に関する法律では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボ

ン類、パーフルオロカーボン類、六フッ化硫黄、三フッ化窒素が温室効果ガスと定

められている。

【か行】

家畜排せつ物処理施設

ふんやふんと尿を敷料（モミガラやワラなど水分調整をするための資材）等で吸

着させたものなど固形状の家畜排せつ物の場合は、堆肥舎や乾燥施設など。
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尿やスラリー（ふんと尿が混合した流動性の高い状態のもの）など液状の家畜排

せつ物の場合には、尿溜やスラリータンク、汚水処理施設など。

家畜排せつ物法に基づく管理基準

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（家畜排せつ物法）第

条第 項に定められている「たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に

供する施設の構造設備及び家畜排せつ物の管理の方法に関し、畜産業を営む者が遵

守すべき基準」。

また、同第 項において、「畜産業を営む者は、管理基準に従い、家畜排せつ物

を管理しなければならない」とされている。

カーボン・オフセット

日常生活や経済活動において、避けることができないＣＯ２（＝カーボン）等の温

室効果ガスの排出について、［ ］まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、

［ ］どうしても排出される温室効果ガスについてその排出量を見積り、［ ］排出量

に見合った温室効果ガスの削減活動に投資したり、クレジットを活用すること等に

より、排出される温室効果ガスを埋め合わせる（＝オフセット）という考え方。

カーボン・ニュートラル

ライフサイクルの中で、二酸化炭素の排出と吸収がプラスマイナスゼロのことを

いう。例えば、木質バイオマス燃料を燃やす時に出る二酸化炭素は、樹木が成長す

る時に吸収した二酸化炭素だけなので、大気中の炭素量を増加させることがないた

め、木質バイオマスのエネルギー利用は、カーボン・ニュートラルといえる。

家庭部門

温室効果ガス排出統計に表れる部門の一つ。家庭で使用された燃料・電力からの

排出量を算定する。なお、自家用車で使用された燃料からの排出量は運輸部門とし

て算定する。

環境家計簿

生活の中で使用するエネルギー使用量等を家計簿のように記録し、家庭でどんな

環境負荷が発生しているかを家計の収支計算のように行うもの。

毎月使用する電気、ガス、水道、灯油、ガソリンなどの量にＣＯ２を出す係数を掛

けて、その家庭でのＣＯ２排出量を計算する形式のものが多い。環境家計簿をつける

ことにより、消費者自らが環境についての意識をもって、生活行動の点検、見直し

を継続的に行うことができる。
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環境活動支援センター｢えこらぼ｣

本県の環境活動、環境教育、温暖化防止の推進拠点。環境情報の発信や、環境に

関する講師の派遣などを行っている。

環境のトップ・プランナー

全国一の森林率や四万十川をはじめとする清流、全国有数の日照時間や年間降水

量など、高知県が持つ多様な自然資源のポテンシャルを有効活用し、さまざまな環

境施策の企画・提案などを全国に先駆けて情報発信していくこと。

環境の保全及び創造

環境対策の基本である公害の防止と自然環境の保全を推進することにより、環境

のあるべき状態を守るとともに、ゆとりとうるおいのある美しい地域社会の形成に

向けて、現在ある環境に適切な働きかけを行い、よりよい環境を創りだすこと。

環境ビジネス

環境ビジネスの定義は様々な形があり、一意的に決めることは困難である。本計

画では企業のＣＳＲ活動や木質バイオマス等の新エネルギー、エコ製品の普及その

他の環境負荷を低減する方向性を持った産業の振興を対象とする。

環境副読本

学校教育の場において、環境教育を実施する際の補助的な図書のこと。

環境保全型農業

農薬や化学肥料の使用を抑え、自然生態系本来の力を利用して行う農業のこと。

農業のもつ物質循環機能を生かし、環境と調和した持続可能な農業生産のあり方

として、 年以来、行政による誘導施策がとられている。

環境マネジメントシステム

事業者等が環境に与える負荷を削減するための方針等を自ら設定し、これらの達

成に取り組んでいくための仕組み。このシステムの国際規格が である。

管理型最終処分場

最終処分場のうち、安定型埋立処分場で処分できない産業廃棄物及び一般廃棄物

を埋め立てる処分場であって、有害物質を含まないものを処分対象とする最終処分

場のこと。

管理型埋立処分場では、埋立地から出る浸出液による地下水や公共水域の汚染を
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防止するため、しゃ水工（埋立地の側面や底面をビニールシートなどで覆う）、保有

水を集め速やかに排出することができる集排水設備、集めた保有水等の浸出液処理

設備が必要となる。

希少野生動植物

種の個体が著しく減少しつつある野生動植物、生息・生育地が消滅しつつある野

生動植物、生息又は生育環境が著しく悪化しつつある野生動植物、その種の存続に

支障を来す事情のある野生動植物のいずれかであること。

軌道

電車などを通すための道。線路。

協働の森づくり事業

環境問題に積極的に取り組んでいる企業（環境先進企業）と地域とが協働して「森

林整備」と「交流」を柱とした取組を行うことで、現在手入れの行き届かない状況

となっている森林（人工林）の再生を進めようとするもの。

京都議定書

年 月京都で開催された で採択された気候変動枠組条約の議定書。

年 月に発効し、先進各国に 年～ 年における温室効果ガスの排出

削減を義務づけた。

業務その他部門

温室効果ガス排出統計に表れる部門の一つ。事業所・ビル、傷病・サービス業施

設に加え、製造業の管理部門で使用された燃料・電力からの排出量を算定する。

クールビズ

軽装勤務を呼びかけ、職場の冷房温度を２８℃に抑えることで電力使用を控えて

温室効果ガス排出量の削減を目指す取組。

グリーン購入

企業や国・地方公共団体が商品の調達や工事発注などに際し、できるだけ環境負

荷の少ない商品や方法を積極的に選択することをいう。グリーン購入を率先して実

施する企業や自治体などで構成する「グリーン購入ネットワーク」で基準などを取

り決めている。

グリーン・ツーリズム

農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこ

とをいう。日本の農山漁村余暇法において「農村滞在型余暇活動」を「主として都
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市の住民が余暇を利用して農村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業に対する

理解を深めるための活動」と定めている。グリーン・ツーリズムの基本は、農山漁

村に住む人々と都市に住む人々とのふれあい、つまり都市と農山漁村との住民どう

しの交流である。その媒体としては、体験、産物、生活、文化など農林水産業を中

心とした生活の営みそのものといえる。

クレジット

環境価値のことで、温室効果ガスを削減した量を示す証明として取引ができる。

温室効果ガスの排出を削減又は吸収するプロジェクトによって実現された排出削

減・吸収量を証券化したもの。信頼性が必要なため、国際機関や政府等が認証する。

系統連系

発電設備を電線などの電力系統へ接続することをいう。導入が進んでいる太陽光

発電などの再生可能エネルギーにより発電した電力は、一般電気事業者（県内では、

四国電力株式会社）の電力系統に接続して売電している。

公益的機能

一部の人だけが受ける恩恵ではなく、多くの人たちに利益をもたらす機能を指す。

具体的に森林で見た場合は、生物多様性の保全、土砂災害の防止、水源のかん養、

保健休養の場の提供などの極めて多くの多面的な機能を有している。

光化学オキシダント

大気中の窒素酸化物や炭化水素などが、紫外線により光化学的反応を起こし、生成

される酸化性物質群をいう。中でも主要な物質がオゾンとパーオキシアセチルナイト

レート（ ； ）であり、いずれも人及び植物に影響を与える。

工業プロセス

温室効果ガス排出統計に表れる部門の一つ。例えば、セメントの焼成炉（回転釜）

などで石灰石を加熱することにより二酸化炭素を排出する生産工程のこと。

公共用水域

水質汚濁防止法では、「河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水

域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路（下

水道法に規定する公共下水道及び流域下水道であって、終末処理場を設置しているも

の（その流域下水道に接続する公共下水道を含む。）を除く。）をいう。」と定義され

ている。終末処理場に接続していない下水道（雨水管や都市下水路）は公共用水域と

なる。
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こうち健康・省エネ住宅

中山間地域の再生を目指して、「『地球にやさしく人に優しい家』を川下から川上

までの地域が連携して、『地域の木材をふんだんに使用した高性能な住宅』を、『高知

の山の木・設計技術・大工で創り見守る』住宅を供給する」ことをコンセプトに高知

県の地域ブランドの住宅として位置付ける住宅。

高知県産業振興計画

県経済が抱える積年の課題に正面から向き合い、経済を根本から元気にするため

のトータルプランのこと。農業・林業・水産・商工業・観光の五分野及びこれらを

結ぶ連携テーマからなる産業成長戦略と、個々の地域での取組による地域アクショ

ンプランから構成。

高知県Ｊ－ＶＥＲ

国のＪ－ＶＥＲ制度と同等の機能、品質を有し、森林経営プロジェクト等の申請・

登録などの手続きが県内で行える「高知県Ｊ－ＶＥＲ制度」により発行されたクレ

ジットのこと。

この「高知県Ｊ－ＶＥＲ制度」に基づくクレジットは、国のＪ－ＶＥＲと同じ登

録簿で管理され、同じ品質のクレジットとして活用されている。

平成 年度以降は、国の「 クレジット制度」と同等の「高知県版 クレジッ

ト制度」へ発展している。

高知県地球温暖化防止県民会議

県民、事業者、ＮＰＯ及び行政などの各主体が連携・協働して地球温暖化防止の

取組を県民総参加による県民運動として展開するために設置した組織のこと。

現在、県民部会・事業者部会・行政部会の３つの部会により構成されており、温

室効果ガス削減に向けた具体的な活動を提案・実践しながら地球温暖化防止活動を

推進している。

高知自然学校連絡会

２０１０年１１月に開催された「全国生涯学習フォーラム高知大会」において、

本県の自然環境を保全し活用するために提言された構想を受け、環境教育の拠点と

なる人材育成の機能的な組織として、県内の自然体験活動や環境学習及び保全活動

を実施しているＮＰＯや団体、関係機関がゆるやかな連携の中でネットワークを構

築した集合体である。

国内排出量取引制度

地球温暖化対策の柱の一つとして、地球温暖化対策基本法に位置付けられている
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制度のこと。 

具体的には、キャップ・アンド・トレード方式により、個々の企業に温室効果ガ 

ス排出量の限度を設定し、企業が温室効果ガスの削減に努力してもなお、排出枠よ

り多く排出した場合、排出枠よりも少ない企業などから超過分と同じ量の排出枠を

購入して相殺するもの。 

COP 

国際的な条約における締約国会議のことで、Conference of the Parties

の略。特定の条約を意味するものではないが、一般に気候変動枠組条約（UN

FCC：United Nations Framework Convention on Climate Change）

と生物多様性条約（CBD：Convention on Biological Diversity）におけ

る締約国会議を指すことが多い。この両条約は平成 4年の地球サミットで採

択されたもので、環境と開発にかかる国際問題を協議する場として世界的に

注目されており、COP開催地で取り決められた内容について開催地名で呼ぶ

ことが多い（京都議定書、カンクン合意、名古屋議定書、愛知ターゲットな

ど）。近年では、気候変動枠組条約締約国会議は毎年、生物多様性条約締約国

会議は隔年で開催される。 

ＣＯＰ１０ 

平成２２年１０月１８日から１０月２９日まで愛知県名古屋市で開催された、生 

物多様性条約第１０回締約国会議をいう。 

この会議では、遺伝資源の採取・利用と利益配分（ＡＢＳ）に関する枠組みであ 

る「名古屋議定書」や、生物多様性の損失を止めるための新目標である「愛知ター

ゲット」などが採択された。 

また、途上国への資金援助や、「ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ」など生物多様 

性を守るための国際的な取り組みに関する様々な取り決めがなされた。 

COP１２ 

平成 26年１０月 6日から 17日まで韓国の平昌において開催された生物多様性

条約第 12回締約国会議をいう。 

この会議では、愛知目標の中間評価等が行われ、地球規模生物多様性概況第 4 版

の結果をもとに戦略計画や愛知ターゲットの中間評価等が行われ、達成状況や緊急

の課題確認などが議論となり、戦略計画の実施及び愛知ターゲットの達成に向けた

主要な決定として、「ピョンチャンロードマップ」と総称することが合意された。 

ＣＯＰ２１ 

平成２７年 11月、パリで開催された国連気候変動枠組条約の第 21回締約国会議
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の略称。先進国だけに対策を義務づけてきた京都議定書に代わり、すべての国が参加

する新しい温暖化対策の枠組みの構築を目指す。 

固定価格買取制度 

 平成 24年７月に施行された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に 

関する特別措置法」に基づき、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が 

一定価格で買い取ることを国が約束する制度。 

電力会社が買い取る費用を電気を利用する皆様から賦課金という形で回収し、再 

生可能エネルギーの導入を進めている。 

こどもエコクラブ 

こどもが誰でも参加できる環境活動クラブで、2人以上の仲間（メンバー）と、活

動を支える 1 人以上の大人（サポーター）で構成される。子どもたちが、それぞれ

の地球への思いを大切にしながら自主的に環境活動に取り組むクラブ。 

５２０運動 

毎月２回、５日と２０日はできる限り自家用車やモーターバイクでの通勤を控え、

公共交通を利用しようとする取組のこと。 

地域の公共交通を守る機運を醸成するとともに、ＣＯ２排出量を削減し、地球温暖

化防止にも貢献が期待される。 

【さ行】 

再生可能エネルギー 

化石燃料や原子力などと異なり、自然環境から持続的に採取できるエネルギー（自 

然エネルギー）をいう。 

具体的には、太陽光や太陽熱、水力（ダム式発電以外の小規模の水力発電をいう

ことが多い）、風力、バイオマスなどをエネルギー源として利用することを指す。 

里地里山 

奥山自然地域と都市地域の中間に位置し、様々な人間の働きかけを通じて環境が

形成されてきた地域であり、集落を取り巻く二次林と、それらと混在する農地、た

め池、草原等で構成される地域概念。 

産業(部門) 

温室効果ガスを排出する部門の一つであり、第 1次産業及び第 2次産業が含まれ

る。具体的には農林水産業、鉱業、建設業及び製造業を示す。オフィス機能（本社・

77



事務所など）の部分は業務部門に含まれる。

Ｊ－ＶＥＲ

直接削減できない の排出分を、植林や間伐など森林整備、クリーンエネルギ

ー関連の事業などで相殺するカーボン・オフセットに用いるために発行されるクレ

ジットのこと。

環境省は、国内で行われる排出削減・吸収プロジェクトによる温室効果ガス排出

削減・吸収量のうち、一定基準を満たすものをオフセット・クレジット Ｊ ＶＥＲ

として認証する仕組みを制度として構築し、カーボン・オフセットとして利用され

ている。

平成 年度以降、 制度は経済産業省が行っていた国内クレジット制度と

統合し「 クレジット制度」となり、同制度により認証された温室効果ガス排出削

減・吸収量を クレジットとして、従来と同じくカーボン・オフセット等で活用で

きる仕組みに発展している。

ＣＳＲ

企業の社会対応力。（ＣＳＲ＝ ）。企業が社会や

環境と共存し、持続可能な成長を図るため、その活動の影響について責任を持ち、企

業を取り巻く様々なステークホルダーからの信頼を得るための企業のあり方。

ＣＬＴ

（クロス・ラミネイディド・ティンバー）の略称で、

ひき板を並べた層を、板の方向が層ごとに直交するように重ねて接着した大判のパ

ネル。

は 年頃からオーストリアを中心として発展してきた新しい木質構造

用材料で、現在ではオーストリアだけでなくヨーロッパ各国でも様々な建築物に利

用されており、また、カナダやアメリカでも規格作りが行われるなど、 の利用

は近年になり各国で急速な伸びを見せている。

ＣＯ２吸収証書

協働の森づくり事業により整備された協定森林が１年間に吸収するＣＯ２量を県

が認定し、証書化したもの。企業や団体のＣＳＲ活動を目に見える形にしたもの。

ＣＯＤ

化学的酸素要求量， の略。海域や湖沼の水質汚濁の

度合いを示す指標。有機物等の量を過マンガン酸カリウム等の酸化剤で酸化するとき

に消費される酸素量（ ℓ）で表したもの。数値が大きいほど汚濁が進んでいるこ

の略称。先進国だけに対策を義務づけてきた京都議定書に代わり、すべての国が参加

する新しい温暖化対策の枠組みの構築を目指す。 

固定価格買取制度 

 平成 24年７月に施行された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に 

関する特別措置法」に基づき、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が 

一定価格で買い取ることを国が約束する制度。 

電力会社が買い取る費用を電気を利用する皆様から賦課金という形で回収し、再 

生可能エネルギーの導入を進めている。 

こどもエコクラブ 

こどもが誰でも参加できる環境活動クラブで、2人以上の仲間（メンバー）と、活

動を支える 1 人以上の大人（サポーター）で構成される。子どもたちが、それぞれ

の地球への思いを大切にしながら自主的に環境活動に取り組むクラブ。 

５２０運動 

毎月２回、５日と２０日はできる限り自家用車やモーターバイクでの通勤を控え、

公共交通を利用しようとする取組のこと。 

地域の公共交通を守る機運を醸成するとともに、ＣＯ２排出量を削減し、地球温暖

化防止にも貢献が期待される。 

【さ行】 

再生可能エネルギー 

化石燃料や原子力などと異なり、自然環境から持続的に採取できるエネルギー（自 

然エネルギー）をいう。 

具体的には、太陽光や太陽熱、水力（ダム式発電以外の小規模の水力発電をいう

ことが多い）、風力、バイオマスなどをエネルギー源として利用することを指す。 

里地里山 

奥山自然地域と都市地域の中間に位置し、様々な人間の働きかけを通じて環境が

形成されてきた地域であり、集落を取り巻く二次林と、それらと混在する農地、た

め池、草原等で構成される地域概念。 

産業(部門) 

温室効果ガスを排出する部門の一つであり、第 1次産業及び第 2次産業が含まれ

る。具体的には農林水産業、鉱業、建設業及び製造業を示す。オフィス機能（本社・
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とを示す。

共有価値の創造（ ）の略。企業の社会的貢献（

）から一歩踏み込んで、企業による経済利益活動と社会的価値の創出（＝社

会課題の解決）を両立させること及びそのための経営戦略のフレームワーク

を指す。社会貢献や支援行動から、社会問題（温暖化）解決のためのハイブ

リッド車開発といった新たな産業分野創出や、事業活動地域での事業基盤強

化と地域貢献の統合などが挙げられる。

自然共生社会

生物多様性が適切に保たれ、自然の循環に沿う形で農林水産業を含む社会経済活

動を自然に調和したものとし、また様々な自然とのふれあいの場や機会を確保する

ことにより、自然の恵みを将来にわたって享受できる社会。

市民（意識）

公共的関心や自己責任を持って社会に参画する人。社会全体における将来のこと

を考慮できる人。

循環型社会

日常生活や事業活動といった社会経済活動のあらゆる場面において、資源やエネ

ルギーの有効・効率的利用を進めるとともに、再生可能な資源が循環利用されたり、

廃棄物の発生抑制及び適正処分がされるなど、天然資源の消費を抑制し、環境への

負荷が低減される社会。

省エネマイスター

省エネ家電の知識を習得し、地球温暖化防止を全体的な視点から考えることがで

きる人。電気店で３年以上の実務経験があり、県が指定する「省エネマイスター養

成講座」を修了するなど、一定の要件を満たした者を県が登録している。

小水力

水力発電のうち、ダム等に設置された大規模な発電ではなく、河川や水路に設置

した水車などを用いて、タービンを回して発電する小規模な水力発電のこと。農業

用水、砂防ダム、上下水道など、現在無駄に捨てられている水を貯めること無く、

エネルギーとしてそのまま利用するため、大規模発電に比べて環境負荷が少ないの

が特徴。
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食品残渣

食品製造業や小売店などから輩出される、穀物・豆類などの廃棄かす・醸造かす、

魚腸骨その他の固形状の食品廃棄物のこと。

森林環境税

高知県では、森林の環境を守るために通称「森林環境税」として個人・法人県民

税の均等割に 円（年額）が加算され、その税収が森林環境の保全に使われてい

る。法制上は「県民税均等割の超過課税」であるが、水源かん養だけではなく、森

林のさまざまな公益的機能を守るという意味合いから、通称として「森林環境税」

と呼ぶことにしている。

森林吸収源

森林が、空気中のＣＯ２（二酸化炭素）を光合成により吸収・固定する働きに注目

した捉え方。 年のＣＯＰ３で採択された京都議定書で、国別に定められた温室効

果ガス削減目標の達成評価に、 年以降の新規植林・再植林・森林経営による吸収

量を「排出削減」とみなすこととされており、ポスト京都議定書（パリ協定）にお

いても、森林等の吸収源の保全・強化の重要性が含まれている。

森林の多面的機能

森林は、さまざまな働きを通して、私たちの生活の安定や経済の発展に貢献して

おり、これらの働きは、「森林の有する多面的機能」と呼ばれている。代表的なもの

としては、降雨による土砂の崩壊や流出を防ぐ「山地災害防止機能」、雨水を吸収し

て洪水の緩和や水質を浄化する「水源かん養機能」、二酸化炭素を吸収することで地

球温暖化を防止する「地球環境保全機能」など。

森林率

国土面積に占める森林面積の割合。日本は森林率が パーセント（国土の

が森林）。高知県の森林率は８４パーセントと、全国第１位である。

水源のかん養

森林の土壌がもつ機能で、降水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪

水を緩和するとともに、川の流量を安定させる。また、雨水が森林土壌を通過する

ことにより、水質が浄化される。

スーパー推進員

中国・四国ブロックで活動する地球温暖化防止活動推進員（以下「推進員」）の

うち、地域の推進員の活動を牽引し、リーダー的な存在として活動することのでき
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る人材として、「スーパー推進員」の養成研修を受講した者。

３Ｒ

リデュース（ ：発生抑制）、リユース（ ：再使用）、リサイクル（

：再生利用）について、 つの頭文字を取って表したもの。発生抑制は、再

利用しやすい製品の設計や、過剰包装の抑制等により廃棄物の発生を減らすこと。

再使用は、使用済みの製品等を全部又は一部をそのまま繰り返し使用すること。再

生利用は、使用済みの製品等を原材料等として再利用すること。

生態系サービス

人々が生態系から得ることのできる便益のことであり、生態系の公的機能を指す。

生態系サービスには、食料、水、木材、燃料など直接的な恩恵を受ける「供給サ

ービス」の他に、気候の安定や水質の浄化などの「調整サービス」や土壌形成や光

合成などの「基盤サービス」といった間接的な恩恵を受けるものがある。

生態系ネットワーク

保全すべき自然環境やすぐれた自然条件を有している地域を核として、生息・生

育空間のつながりや適切な配置を考慮した上で、これらを有機的につないだネット

ワークのこと。

ネットワークの形成により、野生生物の生息・生育空間の確保のほか、人と自然

とのふれあいの場の提供、地球温暖化への適応策等多面的な機能が発揮されること

が期待される。

生態系の保全

生態系とは、食物連鎖などの生物間の相互関係と、生物とそれを取り巻く環境の

間の相互関係を総合的にとらえた生物社会のまとまりを示す概念であり、近年、人

間活動による急激な環境改変や意図的・非意図的な外来種の導入などが原因となり、

多くの地域で生態系の急速な変化・破綻を引き起こしており、その保全が急務とな

っている。

生物多様性

地球上のさまざまな環境に適応したたくさんの生物が共存している状態をいう。

生物多様性には３つの側面があり、森林や河川など多様なタイプの生態系がある

ことを「生態系の多様性」、生態系の中にいろいろな種類の生物が生息・生育してい

ることを「種の多様性」、同じ種の中でも体の大きさや模様が異なるなど、さまざま

な遺伝子の差異があることを「遺伝子の多様性」という。
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【た行】

太陽光発電

太陽エネルギーは、その利用形態から熱利用と光利用に大別できる。シリコンな

どの半導体に光が当ると電気が発生するという光電効果を応用した太陽電池を使用

し、太陽の光から直接電気を得て利用するのが太陽光を利用した太陽光発電である。

多自然川づくり

治水上の安全性を確保しつつも、生物の良好な生息・生育環境をできるだけ改変

しない、また、改変せざるを得ない場合でも最低限の改変にとどめる、とする自然

環境に配慮した河川工事のこと。（国土交通省が所管する河川整備事業のひとつで、

年に創設された。）

具体的には、種の多様性が確保できる河川環境の保全・復元、河川の上下流方向

や横断方向等の連続性のある環境の確保、その川に相応しい生物の生息・生育環境

の保全・復元等を目標としている。

地域コミュニティ

地域住民が生活している場所、すなわち消費、生産，労働、教育、衛生・医療、

遊び、スポーツ、芸能、祭りに関わり合いながら、住民相互の交流が行われている

地域社会、あるいはそのような住民の集団を指す。

地球温暖化

地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に見て上昇する現象。

原因としては、二酸化炭素の増加、フロンやメタンなどの放出、森林破壊、都市

化、人口熱の放出などがあげられており、今後温暖化が進むと予想されている。

このうち、二酸化炭素、フロンやメタンなどは温室効果ガスといわれ、温室のガ

ラスのように太陽光は透過するが、地球からの赤外線による熱放射は吸収するとい

う性質（温室効果）を持っている。石油や石炭などの化石燃料の燃焼や森林の減少

などによって、二酸化炭素などの温室効果ガスが増加し、地球の平均気温が上昇す

る。地球温暖化の影響は未知の点が多いが、生物の生息環境の激変や海面の上昇な

らびに、農業や都市への影響が危惧されている。

地球温暖化防止活動推進員

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地域における地球温暖化の現

状、地球温暖化対策に関する知識の普及及び活動の推進を図るため、知事の委嘱に

より活動するボランティアのこと。
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地球サミット

環境と開発に関する国連会議のこと。環境保全と持続可能な開発をテーマに、

年にブラジルのリオデジャネイロで開催された国連の会議。リオ宣言、アジェン

ダ 、気候変動枠組条約、生物多様性条約、森林原則声明などが採択された。

地産地消

地域で生産されたものをその地域で消費すること。単に地域の食材を消費するだ

けではなく、「もの（食材）」を通して「ひと（心）」がつながることが原点であり、

この「人と人のつながり」を原点として、食農教育や食育、食文化の伝承と活用、

生産者の生きがいや消費者の安心・信頼、さらには、食を柱としたいきいきとした

むらづくり、まちづくりなど地域づくりへとつながっていく。

低炭素社会

二酸化炭素の排出が少ない社会のこと。地球温暖化の主因とされる温室効果ガス

の つ、二酸化炭素の最終的な排出量が少ない産業・生活システムを構築した社会。

低質材

小径木や大曲材、芯が腐った材など、柱などの建築用材に利用できない木材。製

紙の原料や木質バイオマス燃料として活用。

デマンド監視装置

デマンドとは、一般にその施設で３０分間に使用する電気使用量のこと。電気の

基本料金は、過去 年間の最大デマンドを基に算出される。デマンド監視装置とは、

デマンド値を抑えるため、一定以上の電力を使用した際に警報により知らせる装置。

電気排出係数

販売電力量あたりの 排出量（ｔ ）で、地球温暖化対策の推進に

関する法律に基づき、各電気事業者は、電気排出係数を公表している。平成 年度

以降、原子力発電所が休止し、火力発電が代替していることから、電気排出係数は

増加している。

土壌改良資材

土壌に施用し、土壌の物理的性質、化学的性質あるいは生物的性質に変化をもた

らして、植物の生育に役立たせる資材。

【な行】

名古屋議定書
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正式には「遺伝資源へのアクセスと利益配分（ ）に関する名古屋議定書」。遺

伝資源（医薬品や食品の開発に繋がる動植物や微生物）を利用した場合に得られた

研究成果や利益について、原産国と利用国の間で公正かつ衡平に配分するための国

際ルールのこと。

ＮＥＡＬインストラクター

全国体験活動指導者認定委員会が実施する自然体験活動指導者の認定制度の資

格のひとつ。役割は以下の４つ。

①自然体験活動におけるプログラムを企画・運営・評価する。

②リーダーに対して、自然体験活動におけるプログラムのねらいを伝え、指導方

針の共通理解を図る。

③自然体験活動におけるプログラムを直接指導する。

④自然体験活動におけるプログラムの安全管理を行う。

なお、指導者の種類は他にＮＥＡＬリーダー、ＮＥＡＬインストラクター等がある。

二酸化硫黄

無色で刺激臭を有する気体。石炭や重油など硫黄を含む燃料の燃焼によって発生

する。酸性雨のもとになるなど公害の原因物質となる。

二酸化窒素

一酸化窒素（ ）と酸素の作用等により発生する赤かっ色の刺激性の気体。比較

的水に溶解しにくいので肺深部に達し，肺水腫等を引き起こす。

日照時間

気象台やアメダスなど日照計により観測される日が照った時間数。

【は行】

排出量取引

京都議定書に定められた先進国各国の排出削減目標を達成するため、先進国間で

排出量を売買する制度。国内の温室効果ガス削減努力に対し、補完的手段として認

められた柔軟性措置（京都メカニズム）の一つであり、同一国内でも企業間で行う

取引を「国内排出量取引」として同様に扱われることが多い。

バイオガス化

廃棄物系バイオマス（主に食品廃棄物、紙ごみ）を嫌気条件（酸素の無い状態）

で微生物の働きにより分解し、燃料や発電・熱源として利用できるメタンガスと二
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酸化炭素を含む可燃性ガス（バイオガス）を生成すること。

パークアンドライド

都市部への自動車乗り入れを抑制する手段の一つ。都市近郊に大型駐車場を設置

し、そこから都心部へ鉄道やバスなどで移動するシステム。

端材

丸太から建材等を生産する過程で生じる余りの木材や木片の部分のこと。

ヒートショック

暖かい部屋から寒い部屋への移動などによる急激な温度の変化によって血圧が上

下に大きく変動することをきっかけにして起こる健康被害のこと。失神や不整脈を

起こしたり、急死に至る危険な状態で、気温の下がる冬場に多く見られる。

ＢＯＤ

生物化学的酸素要求量， の略。河川の水質汚濁

度合いを示す指標。水中の有機物等の汚濁源となる物質が微生物により無機化され

るときに消費される酸素量（ ℓ）で表したもの。数値が大きいほど汚濁が進んで

いることを示す。

ＰＤＣＡサイクル

（立案・計画）、 （実施）、 （検証・評価）、 （改善・見直し）

の頭文字を取ったもの。行政政策や企業の事業評価にあたって、計画から見直しまで

を一環して行い、さらにそれを次の計画・事業にいかそうという考え方。

ペレット

間伐材や廃材などを原料とする固形燃料。長さ ～ 、直径 ～ が

一般的で、原料を破砕・乾燥して成型する。形状や含水率が一定で扱いやすく、ボ

イラーやストーブの燃料に利用される。

【ま行】

マイバッグ運動

量販店、小売店等が渡すレジ袋を使わず、消費者が持参したバッグ、かご、ふろ

しき等を使用しようという運動のこと。

レジ袋の過剰な消費から、繰り返し利用できる買い物袋の使用に切り替えること

で、ゴミの削減や、生産・流通・焼却等に伴う温室効果ガスの削減、レジ袋の原料

となる原油の節約（資源保護）などを目的としている。
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見える化

目に見えない活動の様子を、目に見える形にしようとする取組のこと。温室効果

ガスの排出量を数値化するなどの「見える化」の例がある。

未利用森林資源

立木を丸太にする際に出る枝葉や梢端部分、森林外へ搬出されない間伐材等、通

常は林地に放置される残材。

民有林

個人、会社・社寺など法人で所有する私有林や、都道府県・市町村・財産区等が

所有する公有林のことであり、国有林以外の森林をいう。

木質バイオマス

樹木の全部またはその一部をチップやペレットなどにして得られる木質産物。最

近では、エネルギー源としての利用を促進するため、燃焼技術の開発、燃焼方法、

ガス化などの研究が進められている。

モビリティ・マネジメント

公共交通の利用が環境、安全、健康等に好影響をもたらすことや、公共交通の便

利な利用方法等を効果的に情報提供することにより、情報提供を受けた者の交通行

動がマイカーから公共交通機関の利用へ自発的に転換することを期待する施策のこ

と。

森の工場

成熟した人工林資源を利活用するために、森林組合等の林業事業体に施業を集約

化した森林のこと。集約化することで、事業体の収益性が向上し、森林所有者への

収益の還元や林業就業者の安定的な雇用に繋げることができる。平成 年度末現在、

工場 の「森の工場」が認定されており、搬出間伐や作業道の開設

など原木の生産と森林の整備に取組んでいる。

【や行】

有用植物

人類の生活に何らかのかたちで利用されてきた植物。人間が生活の用に役立てる

ため栽培し、あるいは自然界から採取する植物であり、ハーブや薬草、繊維、染料

作物、工芸作物などを呼ぶ。
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【ら行】

リサイクルプラザ

缶、ビン、粗大ゴミなどの資源ゴミのリサイクル（再資源化）や不要品、廃棄物

の再利用を行う施設に加えて、再生品の展示・販売やリサイクル関係の普及・啓発

などリサイクル活動の機能を有する地方自治体が設置する拠点施設のこと。

良質材

直又は小曲材で、柱や梁などの建築用材に利用。

林地残材

立木を丸太にする際に出る枝葉や梢端部分、森林外へ搬出されない間伐材等、通

常は林地に放置される残材。

レッドデータブック

環境省が日本で絶滅のおそれのある野生生物の種について、それらの生息状況を

とりまとめた本。国際自然保護連合（ ）が、昭和４１年に初めて発行したもの

であり、我が国でも環境庁（当時）が平成 年に『日本の絶滅のおそれのある野生

生物』というタイトルでレッドデータブックを作成し、その後、環境省では順次改

訂しており、最新版である 年版は植物や動物の大きなグループごとに発行さ

れている。本県では平成 年に植物編を、平成 年に動物編のレッドデータブッ

ク（県版）を作成し、植物編は平成 年に 年改訂版レッドリスト（レッド

データブックの基礎となる、絶滅の恐れのある野生生物の種のリスト）を発表した。
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７ 高知県環境基本条例 平成 年 月 日条例第 号

目次

前文

第 章 総則 第 条－第 条

第 章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第 節 環境基本計画 第 条

第 節 県が講ずる環境の保全及び創造のための施策等 第 条－第 条

第 節 地球環境の保全 第 条・第 条

第 章 国及び他の地方公共団体との協力等 第 条・第 条

附則

私たちのふるさと高知は、温暖な気候、緑あふれる山々、数多くの清流、黒潮流れる

太平洋などの豊かな環境の恵みの中で、先人のたゆまぬ努力と進取の精神により、個性

的な伝統や文化をはぐくんできた。

しかしながら、近年の経済効率優先の社会経済活動の進展は、生活の利便性を高める

一方、大量生産、大量消費、大量廃棄型社会をもたらし、資源やエネルギーの消費が増

大し、微妙な均衡のもとに成り立つ自然の生態系をはじめとする環境に影響が及ぶとこ

ろとなっている。

さらに、農山村、漁村においては、人口流出による過疎化、高齢化の問題に直面し、

特に中山間地域において深刻な後継者不足が生じ、県土の保全や水資源のかん養等に重

要な役割を果たしてきた森林をはじめとする特色ある地域環境の保全が困難となってき

ており、また、ふるさとの活性化を願うがゆえの開発と環境の保全との両立が課題とな

っている。

もとより、健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受することは、健康で文化的な生活を営

む上で現在及び将来の県民の権利であり、私たちは、この環境を将来の世代に継承する

ため、環境のもたらす恵みを思い、あらゆる活動において良好な環境の保全と創造に努

めていかなければならない。

私たちは、今までの経済効率優先を改め、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な

社会を目指し、健全で恵み豊かな環境を保全するとともに、よりよい環境を築き、高知

らしさあふれる県づくりをすべての県民の参加により推進し、将来の世代に引き継いで

いくことを決意して、この条例を制定する。

第 章 総則

（目的）

第 条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに県、市町村、

事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基

本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画
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的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを

目的とする。

（定義）

第 条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響

であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオ

ゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広

範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献する

とともに県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の

活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁 水質以外の水の状態又は

水底の底質が悪化することを含む。 、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下 鉱物の掘採

のための土地の掘削によるものを除く。及び悪臭によって、人の健康又は生活環境 人の

生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環

境を含む。 に係る被害が生ずることをいう。

（基本理念）

第 条 環境の保全及び創造は、現在及び将来の県民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享

受するとともに、人類の存続の基盤である環境が将来にわたって良好な状態で維持され

るように適切に行われなければならない。

環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない

健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを

旨として、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければなら

ない。

地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに県民の健康で文化的な生活を将来

にわたって確保する上での課題であることにかんがみ、すべての事業活動及び日常生活

において積極的に推進されなければならない。

（県の責務）

第 条 県は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念 以下「基本理念」と

いう。 にのっとり、次に掲げる事項に関し基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施

する責務を有する。

公害の防止に関すること。

自然環境の保全に関すること。

野生生物の種の保存及び生態系の多様性の確保に関すること。

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観の保存及び形成、歴史的・文化的

化的遺産の保全等に関すること。

廃棄物の適正処理並びに廃棄物の減量及び再生利用に関すること。

地球環境の保全に関すること。
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前各号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関すること。

（市町村の責務）

第 条 市町村は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に関し、県の施策に準じた

施策及び当該市町村の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責

務を有する。

（事業者の責務）

第 条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴っ

て生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため、必要な措置を講ずる責務

を有する。

事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加

工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が

廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる

責務を有する。

前 項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を

防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業

活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減

に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負

荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。

前 項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、

これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、県又

は市町村が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

（県民の責務）

第 条 県民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生

活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら

努めるとともに、県又は市町村が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する

責務を有する。

（高知県環境白書）

第 条 知事は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的な推進に資するとともに、環

境の状況、環境の保全及び創造に関する施策の実施状況等を明らかにするため、高知県

環境白書を定期的に作成し、公表しなければならない。

第 章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第 節 環境基本計画

（環境基本計画）

第 条 知事は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、

環境の保全及び創造に関する基本的な計画 以下「環境基本計画」という。 を定めなけれ
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ばならない。

環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

環境の保全及び創造に関する基本構想

環境の保全及び創造に関する目標

環境の保全及び創造に関する施策の方向

前 号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的

的に推進するために必要な事項

知事は、環境基本計画を定めようとするときは、あらかじめ高知県環境審議会の意見

を聴かなければならない。

知事は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

前 項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

第 節 県が講ずる環境の保全及び創造のための施策等

（施策の策定等に当たっての配慮）

第 条 県は、施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図り、

環境の保全及び創造について配慮するものとする。

（環境影響評価の推進）

第 条 県は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者

が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正

に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について

適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

（規制の措置）

第 条 県は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を

講じなければならない。

県は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがあ

る行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。

前 項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制

の措置を講ずるように努めるものとする。

（助成等の措置）

第 条 県は、事業者又は県民が自らの行為に係る環境への負荷の低減のための施設の整

備その他の環境の保全及び創造に関する適切な措置をとることとなるように誘導するた

め、必要かつ適正な経済的な助成、技術的な助言等の措置を講ずるように努めるものと

する。

（施設の整備等の推進）

第 条 県は、環境の保全及び創造に必要な公共的施設の整備等を推進するため、必要な

措置を講ずるものとする。

（資源の循環的な利用等の促進）

第 条 県は、環境への負荷の低減を図るため、事業者又は県民による資源の循環的な利
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用、廃棄物の減量及びエネルギーの有効利用が促進されるように必要な措置を講ずるも

のとする。

県は、環境への負荷の低減を図るため、県の施設の建設及び維持管理その他の事業の

実施に当たって、資源の循環的な利用、廃棄物の減量、エネルギーの有効利用及び未利

用エネルギーの開発利用に努めるものとする。

（都市部と中山間地域との連携の促進等）

第 条 県は、人と自然が共生する活力ある中山間地域づくりを推進するため、都市部と

中山間地域との連携の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。

（森林及び緑地の保全等）

第 条 県は、県民が真の豊かさを享受し、人と自然が触れ合う緑豊かな県土の形成を図

るため、森林及び緑地の保全、緑化の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。

（農村環境の保全等）

第 条 県は、農業生産と生活環境がより良く調和した豊かな農村環境を保全し、及び創

造するため、農地の有効利用、農村の生活環境の整備その他の必要な措置を講ずるもの

とする。

（清流の保全）

第 条 県は、県内の河川を全国に誇れる貴重な財産として将来に引き継ぎ、清らかな水

質、豊かな水量及びこれらにふさわしい生物に恵まれた清流を保全するため、必要な措

置を講ずるものとする。

（美しい海及び海岸の保全）

第 条 県は、県民の憩いの場であり、沿岸漁業及び観光産業において重要な役割を果た

している美しい海及び海岸を保全するため、必要な措置を講ずるものとする。

（環境美化の促進）

第 条 県は、多くの景勝地に恵まれた美しい環境を保全するため、ごみの投棄及び散乱

の防止、屋外における廃自動車等の保管方法の規制等について、必要な措置を講ずるも

のとする。

（良好な景観の形式）

第 条 県は、自然に配慮した地域の美観風致の維持、文化財及び歴史的まち並みの保存

及び修復、美しいまち並みの維持及び創造、緑豊かなまちづくり等を推進し、良好な景

観の形成を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

（環境教育及び環境学習の振興等）

第 条 県は、事業者及び県民が環境の保全及び創造に関する理解を深め、自ら環境への

負荷の低減に努めるとともに、環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進され

るようにするため、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実

その他の必要な措置を講ずるものとする。

（民間団体等の自発的な活動の促進）

第 条 県は、事業者、県民又はこれらの者の組織する民間の団体 以下「民間団体等」
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に関する活動が促進されるように、技術的な指導又は助言その他の必要な措置を講ずる

ものとする。

（情報の提供）

第 条 県は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに民間団体等の自発

的な環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の

保護に配慮しつつ、環境の状況、環境保全活動の事例その他の環境の保全及び創造に関

する必要な情報を適時かつ適切に提供するように努めるものとする。

（調査及び研究の実施等）

第 条 県は、公害の防止、自然環境の保全、地球環境の保全その他の環境の保全に関す

る事項について、情報の収集に努めるとともに、科学的な調査及び研究の実施並びに技

術の開発及びその成果の普及に努めるものとする。

（監視及び測定等）

第 条 県は、環境の状況を的確に把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適

正に実施するため、大気、水質、土壌等の状況の監視及び測定を行うとともに必要な体

制の整備に努めるものとする。

（総合調整等のための体制の整備）

第 条 県は、環境の保全及び創造に関する施策について総合的に調整し、及び推進する

ために必要な体制を整備するものとする。

第 節 地球環境の保全

（地球環境の保全に資する行動計画の策定等）

第 条 県は、地球環境の保全が、人類共通の課題であるとともに、県民の現在及び将来

にかかわる課題であることを認識し、県、市町村、事業者及び県民がそれぞれの役割に

応じて地球環境の保全に資するよう行動するための計画を定め、その普及及び啓発に努

めるとともに、これに基づく行動を推進するものとする。

（地球環境の保全に関する国際協力等）

第 条 県は、地球環境の保全のため、大気、河川、海洋、森林等に係る課題に関し地域

ごとの取組を推進するとともに、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護、酸性雨対策そ

の他の地球環境の保全に資する施策を推進するものとする。

県は、国、他の地方公共団体、民間団体等その他の関係機関と連携し、地球環境の保

全に関する調査、研究、情報の提供、技術移転、人材の育成等により、地球環境の保全

に関する地域からの国際協力の推進に努めるものとする。

第 章 国及び他の地方公共団体との協力等

（国及び他の地方公共団体との協力等）

第 条 県は、環境の保全を図るための広域的な取組を必要とする施策について、国及び

他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

（市町村への支援）
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第 条 県は、市町村が実施する環境の保全及び創造に関する施策を支援するように努め

るものとする。

附 則

（施行期日）

この条例は、公布の日から施行する。
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８ 高知県環境審議会委員名簿（平成 ７年１月 ７日現在）

任 期：平成２９年１月１６日までの２年間

氏名 役職等

アウテンボーガルト

千賀子

アウテンボーガルト

チカコ
四万十川すみずみツーリズム連絡会 会長

石川 愼吾 イシカワ シンゴ 高知大学教育研究部自然科学系理学部門 教授（植物生態学）

一色 健司 イッシキ ケンジ 高知県立大学地域教育研究センター 教授（環境理学）

岩神 篤彦 イワガミ アツヒコ 物部川２１世紀の森と水の会 代表

内田 洋子 ウチダ ヨウコ くらしを見つめる会 代表

大崎 章代 オオサキ フミヨ 高知県連合婦人会 副会長

岡村 眞 オカムラ マコト 高知大学 特任教授（地震地質学）

康 峪梅 カン ユウメイ 高知大学教育研究部総合科学系生命環境医学部門 教授 土壌環境学

黒田 直稔 クロダ ナオトシ 高知市 環境部長

島内 理恵 シマノウチ リエ 高知大学教育研究部自然科学系理学部門 准教授（物質科学）

武内 秀樹 タケウチ ヒデキ 高知工業高等専門学校 機械工学科 准教授（工学）

多々良 成紀 タタラ セイキ 公益財団法人高知県のいち動物公園協会 園長

時久 惠子 トキヒサ ケイコ 香美市教育委員会 教育長

長門 研吉 ナガト ケンキチ 高知工業高等専門学校 機械工学科 教授（大気化学）

西村 澄子 ニシムラ スミコ ＮＰＯ法人環境の杜こうち評議員

久松 隆雄 ヒサマツ タカオ いの町 環境課長

藤原 拓 フジワラ タク 高知大学教育研究部自然科学系農学部門 教授（水環境工学）

細川 公子 ホソカワ キミコ 高知県自然観察指導員連絡会 副会長

松田 武章 マツダ タケアキ 一般社団法人高知県猟友会 業務執行理事

矢野 光 ヤノ ミツ 公益社団法人高知県薬剤師会 常務理事

山中 美詠 ヤマナカ ミエ こうち生活協同組合中央支所 組合員理事

横川 和博 ヨコカワ カズヒロ 高知大学教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門 教授（経済法）

依光 良三 ヨリミツ リョウゾウ 高知大学農学部 名誉教授（森林政策）

計２３名
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